
【別紙】担当部局一覧

担当 部局

事前に備える
べき目標

リスクシナリオ 施策項目
総
務
課

総
合
政
策
課

市
民
生
活
課

健
康
福
祉
課

保
健
セ
ン
タ
ー

産
業
課

美
濃
和
紙
推
進
課

土
木
課

都
市
整
備
課

上
下
水
道
課

教
育
総
務
課

人
づ
く
り
文
化
課

美
濃
病
院

中
濃
消
防
組
合

市有建築物の耐震化 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

市有建築物の長寿命化 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

避難施設の確保 〇

緊急地震速報時の対応強化 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

消防力の強化 〇 〇

初期消火対策 〇 〇

出火防止対策 〇

民間建築物の耐震化 〇

大規模盛土造成地対策 〇

空き家対策 〇

ブロック塀等の除却推進 〇

土地区画整理事業の促進 〇

立地適正化計画の推進 〇

公園の整備 〇

緊急輸送道路沿いの建築物の耐震化 〇 〇

文化財保護対策の推進 〇 〇

観光施設等の整備・促進 〇

農地の保全 〇

家具固定の推進 〇 〇

公共施設の総合的な管理計画 〇 〇 〇

道路ネットワークの確保 〇

要配慮者利用施設の避難確保計画策定推進 〇 〇 〇

農業施設の用排水機能確保及び長寿命化等対策 〇 〇

河川・水路施設等の整備 〇

適切な避難行動の周知啓発 〇 〇 〇

越境避難体制の充実 〇

公共下水道（雨水渠）の機能確保 〇

災害に強い森林づくり 〇

急傾斜地及び道路法面の崩壊対策 〇

要配慮者利用施設の避難確保計画策定推進 〇 〇 〇

適切な避難行動の周知啓発 〇 〇 〇

流木対策 〇

防災行政無線 〇 〇

情報伝達ツールの多重化 〇 〇

避難行動要支援者支援 〇 〇

ハザードマップの活用 〇 〇

防災教育の推進 〇 〇

外国人への情報伝達 〇 〇 〇

公的備蓄の充実 〇

受援体制の整備 〇

水道施設の機能確保 〇

物資輸送体制の構築 〇

道路ネットワークの確保 〇

個人備蓄の推進 〇

消防力の強化 〇 〇

受援体制の整備 〇

消防人材・消防団員の確保・育成 〇

道路ネットワークの確保 〇

狭あい道路解消 〇 〇

幹線道路ネットワークの整備 〇

主要鉄道駅の耐震化等の促進 〇

鉄道の避難対策 〇

１－１）巨大地
震による住宅・
建築物の倒壊
や大規模火災
に伴う甚大な人
的被害の発生

１－２）集中豪
雨による市街
地や集落等の
大規模かつ長
期にわたる浸
水被害の発生

１－３）大規模
土砂災害によ
る集落等の壊
滅や甚大な人
的被害の発生

１－４）情報伝
達の不備等に
よる避難行動
の遅れ等で多
数の死傷者の
発生

２－１）被災地
での食料・飲料
水等、生命に関
わる物資供給
の長期停止

２－２）警察、消
防等の被災等
による救助･救
急活動の遅れ
及び重大な不
足

（
１

）
大
規
模
自
然
災
害
が
発
生
し
た
と
き
で
も
人
命
の
保
護
が
最
大
限
図
ら
れ
る

（
２

）
大
規
模
自
然
災
害
発
生
直
後
か
ら
救
助
・
救
急

、
医
療
活
動
等
が
迅
速
に
行
わ
れ
る

（
そ
れ
が
な
さ
れ
な
い
場
合
の
必
要
な

対
応
を
含
む

）

【別紙】1 /3ページ



【別紙】担当部局一覧

担当 部局

事前に備える
べき目標

リスクシナリオ 施策項目
総
務
課

総
合
政
策
課

市
民
生
活
課

健
康
福
祉
課

保
健
セ
ン
タ
ー

産
業
課

美
濃
和
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進
課
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木
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上
下
水
道
課

教
育
総
務
課

人
づ
く
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文
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課

美
濃
病
院

中
濃
消
防
組
合

２－３）想定を
超える大量か
つ長期の帰宅
困難者への水・
食糧等の供給
不足

帰宅困難者対策 〇 〇

救命救急体制の充実 〇

福祉施設の耐震化 〇

福祉防災体制整備 〇 〇

医療救護体制の充実 〇

医療・介護人材の育成 〇 〇

道路ネットワークの確保 〇

災害用トイレ対策 〇 〇

下水道施設の機能確保 〇

感染症対策 〇 〇

合併処理浄化槽への転換促進 〇

火葬体制の確立 〇

災害廃棄物処理体制の充実強化 〇

受援体制の整備 〇

業務継続体制の強化（職員参集等） 〇

避難所機能・環境整備の充実 〇 〇

観光施設等の整備・促進 〇

情報伝達ツールの多重化 〇 〇

特設公衆電話の配備 〇

企業の事業継続支援 〇

企業誘致の推進 〇

緊急輸送道路沿いの建築物の耐震対策 〇

道路ネットワークの確保 〇

幹線道路ネットワークの整備 〇

道路施設の維持・長寿命化対策 〇

治山・林道施設の整備 〇

地域交通網の確保 〇 〇

主要鉄道駅の耐震化等の促進 〇

鉄道の避難対策 〇

協定締結の促進 〇

農地の保全 〇

農業水利施設の老朽化対策 〇

公的備蓄の充実 〇

ライフライン事業者との協力連携の強化 〇 〇 〇

水道施設の機能確保 〇

下水道施設の機能確保 〇

孤立・大雪対策 〇 〇 〇

道路等の復旧に係る協定締結 〇 〇

ライフライン事業者との協力連携の強化 〇 〇 〇

道路ネットワークの確保 〇

幹線道路ネットワークの整備 〇

地域交通網の確保 〇 〇

道路施設の維持・長寿命化対策 〇

２－４）医療・福
祉施設及び関
係者の絶対的
不足・被災、支
援ルート・エネ
ルギー供給の
途絶による医
療機能の麻痺

２－５）被災地
における疫病・
感染症等の大
規模発生

３－１）市職員・
施設等の被災
による機能の
大幅な低下

４－１）情報通
信の長期停止
による災害情
報が伝達でき
ない事態

５－１）サプライ
チェーンの寸断
等による企業
の生産力低下
による競争力
の低下

５－２）幹線が
分断する等、基
幹的交通ネット
ワークの長期
間にわたる機
能停止

５－３）食料や
生活物資の安
定供給の停滞

６－１）ライフラ
イン（電気、ガ
ス、上下水道
等）の長期間に
わたる機能停
止

６－２）地域交
通ネットワーク
が分断する事
態

（
５

）
大
規
模
自
然
災
害
発
生
後
で
あ

っ
て
も

、
経
済
活
動

（
サ

プ
ラ
イ
チ

ェ
ー

ン
を
含
む

）
を
機
能
不
全
に
陥
ら
せ
な
い

（
６

）
大
規
模
自
然
災
害
発
生
後
で
あ

っ
て
も

、
生
活
・
経
済
活
動
に
必
要
最
低

限
の
電
気

、
ガ
ス

、
上
下
水
道

、
燃
料

、
交
通
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
等
を
確
保
す
る
と

と
も
に

、
こ
れ
ら
の
早
期
復
旧
を
図
る

（
３

）
大
規
模

自
然
災
害
発
生

直
後
か
ら
必
要

不
可
欠
な
行
政

機
能
は
確
保
す

る

（
４

）
大
規
模
自
然
災
害
発

生
直
後
か
ら
必
要
不
可
欠
な

情
報
通
信
機
能
は
確
保
す
る

（
２

）
大
規
模
自
然
災
害
発
生
直
後
か
ら
救
助
・
救
急

、
医
療
活
動
等
が
迅
速
に
行
わ
れ
る

（
そ
れ
が
な
さ
れ
な
い
場
合
の
必
要
な

対
応
を
含
む

）
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【別紙】担当部局一覧

担当 部局

事前に備える
べき目標

リスクシナリオ 施策項目
総
務
課

総
合
政
策
課

市
民
生
活
課

健
康
福
祉
課

保
健
セ
ン
タ
ー

産
業
課

美
濃
和
紙
推
進
課

土
木
課

都
市
整
備
課

上
下
水
道
課

教
育
総
務
課

人
づ
く
り
文
化
課

美
濃
病
院

中
濃
消
防
組
合

主要鉄道駅の耐震化等の促進 〇

鉄道の避難対策 〇

道路ネットワークの整備・橋梁耐震化・斜面対策 〇

道路ネットワークを守る治水・土砂災害対策 〇

大雪対策 〇 〇

６－３）異常渇
水等により用水
の供給の途絶 給水体制の構築 〇

消防力の強化 〇 〇

初期消火対策 〇 〇

出火防止対策 〇

土地区画整理事業の促進 〇

立地適正化計画の推進 〇

公園の整備 〇

狭あい道路解消 〇 〇

ため池の防災対策 〇

河川構造物等の維持管理対策 〇

危険物施設及び高圧ガス製造施設等への立入検
査

〇

環境中の汚染物質の測定体制の充実 〇

農道の維持、長寿命化等対策 〇

災害に強い森林づくり 〇

治山・林道施設の整備 〇

８－１）大量に
発生する災害
廃棄物の処理
の停滞により復
旧・復興が大幅
に遅れる事態

災害廃棄物処理体制の充実強化 〇

業務継続体制の強化（職員参集等） 〇

ボランティア対策 〇

応急危険度判定士育成 〇

被害認定調査の効率化 〇

TEC-FORCE との連携強化 〇 〇

逸走動物対策 〇

防災士育成 〇

防犯ボランティア団体の育成強化 〇

自主防災組織育成 〇

８－４）鉄道、道
路等の基幹イ
ンフラの損壊や
広域的地盤沈
下等により復
旧･復興が大幅
に遅れる事態

地籍調査 〇

８－３）地域コ
ミュニティの崩
壊、治安の悪
化等により復
旧・復興が大幅
に遅れる事態

６－２）地域交
通ネットワーク
が分断する事
態

７－１）市街地
や工業団地及
び住宅団地で
の大規模火災
の発生

７－２）ため池、
河川構造物等
の損壊・機能不
全による二次
災害の発生

７－３）有害物
質の大規模拡
散・流出

７－４）農地・森
林等の荒廃に
よる被害の拡
大

８－２）人材等
の不足による
復旧･復興の大
幅な遅れ

（
８

）
大
規
模
自
然
災
害
発
生
後
で
あ

っ
て
も

、
地
域
社
会
・
経
済
が
迅
速
に

再
建
・
回
復
で
き
る
条
件
を
整
備
す
る

（
７

）
制
御
不
能
な
二
次
災
害
を
発
生
さ
せ
な
い

（
６

）
大
規
模
自
然
災
害
発
生
後
で
あ

っ
て
も

、
生
活
・
経
済
活
動
に
必
要
最
低

限
の
電
気

、
ガ
ス

、
上
下
水
道

、
燃
料

、
交
通
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
等
を
確
保
す
る
と

と
も
に

、
こ
れ
ら
の
早
期
復
旧
を
図
る
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【別紙１】リスクシナリオごとの脆弱性評価結果

施策の名称 施策の実績（現状）と課題

1-1 市有建築物の耐震化

建築物の耐震化はほぼ完了している。非構造部材
の耐震化を順次実施中であり、早期に完成させる必
要がある。また、橋梁の耐震化は、長寿命化修繕工
事に合わせて推進している。
美濃病院所有の建築物の一部に旧耐震の建物があ
る。

市有建築物の長寿命化
長寿命化計画に基づき工事を実施しているが、引き
続き長寿命化を進める必要がある。

避難施設の確保

災害に備え、指定避難所等を指定しているが、引き
続き避難施設の確保に努めるとともに、ハザードマッ
プの配布等により、自宅周辺の危険性の有無や避
難施設の位置について周知強化に努める必要があ
る。

緊急地震速報時の対応
強化

不特定多数の人が出入りする市有施設において緊
急地震速報を導入し、各施設において対応訓練を行
う必要がある。また、各施設における緊急地震速報
対応マニュアルの策定を促進する必要がある。
美濃病院については、緊急地震速報と院内放送を連
携済である。

消防力の強化

①岐阜県広域消防応援基本計画により、近隣の応
援体制を構築しているが、市境の火災など相互に支
援できる体制強化に努める必要がある。
②消防車両の老朽化による性能低下や故障などに
より、迅速な消防活動の妨げにならないよう、車両更
新計画に基づき、車両の更新を行う必要がある。
③効果的な消防活動を行うため中濃消防組合災害
対応計画を定めており、必要に応じて計画の見直し
を行う必要がある。
④消防隊の強化として、中濃消防組合消防広域受
援計画及び岐阜県広域消防応援基本計画により、
近隣の応援体制を構築しており、必要に応じて計画
の見直しを行う必要がある。
⑤常備消防の庁舎整備については、中濃消防組合
施設整備計画を定めており、必要に応じて計画の見
直しを行う必要がある。
⑥計画的に防火水槽の点検及び修繕の実施、耐震
性貯水槽への更新、新規設置を行い、消防用水利
の確保に努める必要がある。

初期消火対策

①震災等における火災の初期消火や延焼防止のた
め、各自治会や自主防災組織等に対し定期的な消
防訓練指導を実施し、災害時の活動に備える必要が
ある。
②各自主防災組織が整備する防災資機材の購入、
各自主防災組織で行う防災訓練に係る経費に対し、
引き続き補助を実施する必要がある。

出火防止対策

①平素の消防同意事務を通じて消防用設備等、防
火及び避難施設の設置、維持について技術上の基
準に適合するよう指導しているが、随時法令改正
の対応を行う必要がある。
②防火対象物の立入検査を1～4年に１回の頻度で
実施し、消防法令違反について随時指導を行う必
要がある。なお、消防用設備未設置などの重大な
違反については、行政処分を含めた違反処理を実
施する必要がある。
③住宅用火災警報器の設置及び維持管理の啓発、
火災予防広報を実施し、防火意識の向上を図る必
要がある。

事前に備えるべき目
標(8項目)

リスクシナリオ
(25項目)

1

大
規
模
自
然
災
害
が
発
生
し
た
と
き
で
も
人
命
の
保
護
が
最
大
限
図
ら
れ
る

巨大地震による住宅・建築物の倒
壊や大規模火災に伴う甚大な人的
被害の発生
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【別紙１】リスクシナリオごとの脆弱性評価結果

施策の名称 施策の実績（現状）と課題
事前に備えるべき目

標(8項目)
リスクシナリオ

(25項目)

民間建築物の耐震化

平成30年度の住宅の耐震化率は64％、1号特定建
築物の耐震化率は93％であり、公共建築物と比較す
ると耐震化が進んでいない状況である。住宅の耐震
化を促すチラシを配布し、耐震化の重要性・必要性
について普及啓発と無料耐震診断や耐震補強補助
等耐震化を支援する施策を推進することにより、旧
基準建築物の建て替え・耐震改修の促進を図る必要
がある。

大規模盛土造成地対策
市内の大規模盛土造成地の調査を進め、必要に応
じて適切な対応を行い、大地震等による被害の軽減
を図る必要がある。

空き家対策

平成30年度住宅・土地統計調査では、市内には
1,280戸の空き家があり、空き家率は15.2％であっ
た。増加する空き家に対処するため「美濃市空家等
の適正な管理及び利活用の促進に関する条例」及
び「美濃市空家等対策計画」に基づき、空き家の管
理についての指導を行うと共に空き家の利活用を推
進している。

ブロック塀等の除却推
進

ブロック塀の倒壊による被害を防止するため、美濃
市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱により、危険
なブロック塀等の除却を推進する必要がある。

土地区画整理事業の促
進

土地区画整理事業を促進することにより、狭あい道
路の解消を行い、火災の延焼防止等、都市の防災
機能を向上させる必要がある。

立地適正化計画の推進

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハ
ザードエリアにおける開発抑制、移転の促進と防災
との連携強化など、安全なまちづくりのための総合
的な対策を講じる必要がある。

公園の整備

公園施設の老朽化が進んでいることから、公園長寿
命化計画を策定しており、計画に基づく更新、維持管
理に努める必要がある。また、ユニバーサルデザイ
ンの考えに基づき、誰でも利用することができるバリ
アフリー化、整備を実施する必要がある。

緊急輸送道路沿いの建
築物の耐震対策

緊急輸送道路沿いのブロック塀等の撤去費補助制
度を令和2年度から立ち上げ、緊急輸送道路の安全
な通行の確保に努める必要がある。

文化財保護対策の推進
耐震補強や免震補強等の災害予防対策、災害時に
おける防災措置の指導等、対策を推進する必要があ
る。

観光施設等の整備・促
進

多くの観光客が訪れる観光施設の安全面の確保を
図るため、引き続き整備・改修を実施する必要があ
る。

農地の保全
延焼防止や緊急時の退避場所としての機能も果たし
得るため、それらの機能が発揮されるように努める
必要がある。

家具固定の推進

過去の地震災害における死傷者のうち家具類の転
倒、移動による者の割合が高いことから、家具固定
の必要性を防災教育等を活用し、あらゆる世代に普
及啓発する。また、家具固定する意思はあるものの、
取り付けができない高齢者等向けに、家具固定器具
の取り付け支援を進める必要がある。
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【別紙１】リスクシナリオごとの脆弱性評価結果

施策の名称 施策の実績（現状）と課題
事前に備えるべき目

標(8項目)
リスクシナリオ

(25項目)

公共施設の総合的な管
理計画

①「美濃市公共施設等総合管理計画」に基づき、公
共施設等の総合的かつ計画的なマネジメントを推進
していく必要がある。
②水道事業ビジョン及び経営戦略に基づき、施設等
の計画的なマネジメントを推進していく必要がある。

道路ネットワークの確保

南海トラフ巨大地震が、この30 年以内に発生する確
率が約70%とされており、大規模地震後も生命に関わ
る物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最
低限、緊急車両が通行できる機能が確保される必要
がある。

1-2
要配慮者利用施設の避
難確保計画策定推進

該当施設は全て計画を策定済みだが、移転や新設
の際には随時計画策定を支援する必要がある。ま
た、避難訓練の実施を促進する必要がある。

農業施設の用排水機能
確保及び長寿命化等対
策

農業集落排水処理施設について、最適化構想に基
づき計画的に長寿命化対策を講ずる必要がある。

河川・水路施設等の整
備

水害（洪水・内水）が頻発化・激甚化してきており、更
に今後、地球温暖化に伴い災害リスクが高まること
が予想される。そのため、ハード対策・ソフト対策の
両面を駆使した地域特性を踏まえた防災・減災対策
を推進していく必要がある。

適切な避難行動の周知
啓発

浸水が始まった段階での避難場所への移動、いわ
ゆる「水平避難」は、水路への落下等様々な危険を
伴うため、ハザードマップ等を活用し、水害リスクと併
せて、「垂直避難」「屋内退避」等状況に応じた適切
な避難行動を行う必要性について、一層周知啓発を
進める必要がある。

越境避難体制の充実

本市を南北に長良川が流れており、浸水想定区域
図では河川沿いの大半が浸水する。市内で避難を
完結させようとすると、増水した河川の対岸へ避難す
るケースも想定されることから、周辺市と平時より協
議し、円滑な越境避難を可能にしておく必要がある。

公共下水道（雨水渠）の
機能確保

下水道BCP（簡易版）に基づき機能確保に努める必
要がある。

1-3 災害に強い森林づくり
土砂災害に対し、治山施設がその効果を発揮するよ
う、維持管理を適宜実施するとともに、必要に応じ災
害に対する安全性の向上を図る必要がある。

急傾斜地及び道路法面
の崩壊対策

急傾斜地の崩壊による災害防止を、県と連携し計画
的に事業実施をしていく必要がある（市内196箇所に
急傾斜地崩壊危険箇所が指定されている）。
また、道路法面の落石・崩壊による被害の発生を防
ぐため、法面対策工事を被害実績などから必要性を
十分検討し、計画的に進めていく必要がある。

要配慮者利用施設の避
難確保計画策定推進

高齢者、障がい者等の要配慮者が利用する施設に
おける避難確保計画の策定、避難訓練の実施を促
進する必要がある。

適切な避難行動の周知
啓発

土砂災害特別警戒区域では、一般住宅が土砂の力
によって損壊する恐れがある等、早期の立ち退き避
難が求められる災害種別であるため、ハザードマッ
プ等を活用し、土砂災害警戒区域の箇所及び適切な
避難行動について、一層の周知啓発を進める必要
がある。
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【別紙１】リスクシナリオごとの脆弱性評価結果

施策の名称 施策の実績（現状）と課題
事前に備えるべき目

標(8項目)
リスクシナリオ

(25項目)

流木対策

大量の流木が河川の流れを阻害するなどし、広範囲
での氾濫や橋梁・家屋の破損などの被害をもたらす
場合がある。そのため、大量の流木の流出が想定さ
れる流域など下流への被害の拡大が懸念される流
域において、流木の捕捉効果を高めるための透過型
砂防堰堤等の砂防事業の促進をしていく必要があ
る。

1-4 防災行政無線

防災行政無線屋外子局を84基整備している。災害時
に確実に機能するよう雷対策や適切な維持管理を進
める必要がある。なお、現在配備している屋外子局
（アナログ機器）の部品が製造されなくなってきたた
め、機器更新（デジタル化）する必要がある。
また、難聴地域対策として、戸別受信機（防災ラジ
オ）の補助等により解消を図る必要がある。

情報伝達ツールの多重
化

災害時の緊急情報を迅速かつ確実に伝達するた
め、防災行政無線(防災ラジオ)、防災あんしんメール
やホームページ、ケーブルテレビでの文字放送など、
多様なツールでの情報発信に努めているが、一層の
充実や迅速化を検討する必要がある。

避難行動要支援者支援
避難行動要支援者名簿を活用した避難行動確認や
関係機関との情報共有を図る必要がある。

ハザードマップの活用

避難所等について、各種ハザードマップや説明会等
により一層の周知を図る必要がある。その際、避難
所の種類や災害種別によっては使用できない場合
があることについても併せて啓発する必要がある。

防災教育の推進

小中学校において避難訓練・防災に対する学習をし
ている。今後は家庭や各地区における防災訓練等あ
らゆる機会を通じて防災教育を推進していく必要が
ある。

外国人への情報伝達

避難施設であることを外国人に周知するための多言
語表記やピクトグラムを促進する必要がある。また、
避難所において、外国人被災者への災害情報等の
通訳や必要な支援の確認等について、関係機関等
と支援体制を構築する必要がある。

2-1 公的備蓄の充実

想定以上の避難者が発生する可能性も含め、長期
保存が可能な製品で食料、飲料水、乳幼児や男女
のニーズの違い等にも配慮した生活必需品を備蓄す
るとともに、定期的かつ効率的な更新を進める必要
がある。また発電機等の備蓄品の使用方法につい
て、より多くの地域住民に周知する必要がある。

受援体制の整備

協定締結自治体及び警察、消防、自衛隊等の応援
部隊と平常時から情報交換や訓練参加により関係
強化に努めるとともに、応援職員が円滑に応急業務
を実施できるよう、マニュアル類の充実又は活動拠
点等の整備を図る必要がある。

水道施設の機能確保
上水道BCP（簡易版）に基づき機能確保に努める必
要がある。

物資輸送体制の構築

災害時に、支援物資の円滑な輸送を行うため、災害
時救援物資輸送計画等の計画策定や、輸送関係の
企業等と協定を締結し物資輸送体制の構築に努め
る必要がある。
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【別紙１】リスクシナリオごとの脆弱性評価結果

施策の名称 施策の実績（現状）と課題
事前に備えるべき目

標(8項目)
リスクシナリオ

(25項目)

道路ネットワークの確保

南海トラフ巨大地震が、この30 年以内に発生する確
率が約70%とされており、大規模地震後も生命に関わ
る物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最
低限、緊急車両が通行できる機能を確保する必要が
ある。

個人備蓄の推進

大規模災害発生後には、物資供給の停滞により必
要な食料や生活物資の入手が困難となる可能性が
あるため、家庭等においてローリングストック等によ
る3日分以上の備蓄の促進に向けた啓発に引き続き
取り組む必要がある。

2-2 消防力の強化

①岐阜県広域消防応援基本計画により、近隣の応
援体制を構築しているが、市境の火災など相互に
支援できる体制強化に努める必要がある。
②消防車両の老朽化による性能低下や故障などに
より、迅速な消防活動の妨げにならないよう、車
両更新計画に基づき、車両の更新を行う必要があ
る。
③効果的な消防活動を行うため中濃消防組合災害
対応計画を定めており、必要に応じて計画の見直
しを行う必要がある。
④消防隊の強化として、中濃消防組合消防広域受
援計画及び岐阜県広域消防応援基本計画により、
近隣の応援体制を構築しており、必要に応じて計
画の見直しを行う必要がある。
⑤常備消防の庁舎整備については、中濃消防組合
施設整備計画を定めており、必要に応じて計画の
見直しを行う必要がある。

受援体制の整備

協定締結自治体及び警察、消防、自衛隊等の応援
部隊と平常時から情報交換や訓練参加により関係
強化に努めるとともに、応援職員が円滑に応急業務
を実施できるよう、マニュアル類の充実又は活動拠
点等の整備を図る必要がある。

消防人材・消防団員の
確保・育成

『美濃市消防団活性化計画』に基づき、男女問わず
広報等により団員確保に努めると共に、定期的な資
機材の取り扱い訓練を実施することで、技術力の向
上に努める必要がある。

道路ネットワークの確保

南海トラフ巨大地震が、この30 年以内に発生する確
率が約70%とされており、大規模地震後も生命に関わ
る物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最
低限、緊急車両が通行できる機能を確保する必要が
ある。

狭あい道路解消

幅員の大きな道路は、火災の延焼防止に効果があ
ることから、未整備の都市計画道路等の整備を促進
する必要がある。
狭あい道路は、消火活動や救急活動、あるいは災害
時の避難の妨げになる可能性があることから、用地
の寄附を前提に狭あい道路の拡幅を進めているが、
市内には緊急車両が通行不能な狭あい道路が多く
存在することから、引き続き事業を推進する必要が
ある。

幹線道路ネットワークの
整備

道路の代替性や多重性の観点を踏まえつつ、東海
北陸自動車道、東海環状自動車道、国道１５６号の
アクセス性の強化と、岐阜美濃線４車線化の整備促
進を図り、広域的かつ高規格の幹線道路を軸とし
た、市内の幹線道路ネットワークの構築を図っていく
必要がある。

主要鉄道駅の耐震化等
の促進

鉄道事業者の営業基盤がぜい弱なため、沿線自治
体による耐震化等に関する費用捻出が必要となる。
（特に美濃市駅は、国指定登録有形文化財に指定さ
れているなど課題が多い。）
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警察、消防等の被災等による救助･
救急活動の遅れ及び重大な不足
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【別紙１】リスクシナリオごとの脆弱性評価結果

施策の名称 施策の実績（現状）と課題
事前に備えるべき目

標(8項目)
リスクシナリオ

(25項目)

鉄道の避難対策
鉄道事業者に一任しているため、沿線自治体と連携
した対策実施が必要となる。

2-3

想定を超える大量かつ長期の帰宅
困難者への水・食糧等の供給不足

帰宅困難者対策

南海トラフ巨大地震等の広範囲で大規模な災害が
発生した場合、通勤、通学者等において帰宅困難と
なる人は、相当数発生すると見込まれる。帰宅困難
者の誘導、受入れ、備蓄品の配布等についての対
応マニュアルを作成する必要がある。

2-4 救命救急体制の充実

多数の重症者が発生した場合に救急車を確保でき
ず救急活動が遅れる可能性がある事態に備え、消
防団又は自治会、自主防災組織等各種団体等への
救命講習を実施していく必要がある。

福祉施設の耐震化
民間の社会福祉施設に対し、施設の指導や監査の
場等を活用して耐震化を促す等、あらゆる機会を活
用して耐震化率の向上を図る必要がある。

福祉防災体制整備

災害時、高齢者や障がい者等の要配慮者の受入れ
を円滑にできるよう福祉避難所運営マニュアルを策
定し、平時から協定締結施設（福祉避難所として開
設する施設）と連携を進める必要がある。

医療救護体制の充実

災害時医療救護計画・救護所運営マニュアルの更新
や、美濃病院、三師会（武儀医師会、美濃歯科医師
会、関薬剤師会）との連携強化等により、災害時の
医療救護体制の充実を引き続き進める必要がある。
特に、被災後１週間を経過すると、継続的な治療が
重要である慢性疾患への対応が必要となるため、避
難所等への巡回診療、医薬品の備蓄、避難所の衛
生・生活環境の維持、並びに診療等実施可能な医療
機関、歯科診療所、調剤薬局等の情報共有に係る
課題の解決に向け、三師会等関係団体との連携を
進める必要がある。

医療・介護人材の育成

災害時に関係者と連携できるよう医療機関・医師会
等参加のもと、武儀・郡上地域災害医療コーディネー
トチームによる研修及び訓練を通じて、県・医療機関
等との連携を進める必要がある。

道路ネットワークの確保

南海トラフ巨大地震が、この30 年以内に発生する確
率が約70%とされており、大規模地震後も生命に関わ
る物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最
低限、緊急車両が通行できる機能を確保する必要が
ある。

2-5 災害用トイレ対策

災害時にトイレが不足する事態に備え、組立式簡易
トイレの備蓄を行っている。必要に応じ、備蓄数の見
直しやマンホールトイレの整備等を検討する必要が
ある。

下水道施設の機能確保 下水道BCP（簡易版）に基づき実施する必要がある。

感染症対策

①衛生環境の悪化による感染症等の発生・拡大防
止のため、消毒液等を一定数量備蓄しているが、備
蓄量や、配布体制の強化を推進する必要がある。
②予防接種により罹患を抑制できる感染症について
は、予防接種率の向上が被災地でのまん延の防止
につながる。そのため、各種広報活動を積極的に行
い、接種率の向上に引き続き取り組む必要がある。
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救急活動の遅れ及び重大な不足

医療・福祉施設及び関係者の絶対
的不足・被災、支援ルート・エネル
ギー供給の途絶による医療機能の
麻痺

被災地における疫病・感染症等の
大規模発生
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【別紙１】リスクシナリオごとの脆弱性評価結果

施策の名称 施策の実績（現状）と課題
事前に備えるべき目

標(8項目)
リスクシナリオ

(25項目)

合併処理浄化槽への転
換促進

単独浄化槽や汲み取り便槽を使用している家庭から
の生活排水は、生活環境の悪化に繋がるため下水
道の整備が見込まれない地域に合併処理浄化槽へ
の切り替えを促進している。また、災害にも強く早期
に復旧できる特性を持つ合併処理浄化槽への早期
切り替えを補助金や啓発活動を通じて促進する必要
がある。

火葬体制の確立
災害時の遺体の取り扱い、広域火葬及び仮埋葬を
的確に遅滞なく行うため、体制の充実を図る必要が
ある。

災害廃棄物処理体制の
充実強化

水害廃棄物処理計画等を策定し、仮置場候補地を
選定する等、災害時でも速やかにごみを処理するた
めの体制を整えているが、計画の更新等により、引
き続き処理体制の充実を図る必要がある。

3-1 受援体制の整備

協定締結自治体及び警察、消防、自衛隊等の応援
部隊と平常時から情報交換や訓練参加により関係
強化に努めるとともに、応援職員が円滑に応急業務
を実施できるよう、マニュアル類の充実又は活動拠
点等の整備を図る必要がある。

業務継続体制の強化
（職員参集等）

美濃市業務継続計画（BCP)において、非常時優先
業務や、職員の安否確認について定めるとともに、
継続的に参集訓練を実施し、職員の動員体制の確
保に努める必要がある。

避難所機能・環境整備
の充実

避難所機能の強化を進め、備蓄品及び設備の適切
な更新、維持管理に努める必要がある。

観光施設等の整備・促
進

多くの観光客が訪れる観光施設の安全面の確保を
図るため、引き続き整備・改修を実施する必要があ
る。

4-1
情報伝達ツールの多重
化

災害時の緊急情報を迅速かつ確実に伝達するた
め、防災行政無線(防災ラジオ)、防災あんしんメール
やホームページ、ケーブルテレビでの文字放送など、
多様なツールでの情報発信に努めているが、一層の
充実や迅速化を検討する必要がある。

特設公衆電話の配備
被災者が安否確認に使用する通信手段として、引き
続き避難所に配備するとともに、防災訓練等を通じ
て使用法の普及に努める必要がある。

5-1 企業の事業継続支援

サプライチェーンの維持において、企業の事業継続
や早期復旧が最も重要であり、BCPを策定しようとす
る中小企業に対し、セミナーの開催や補助金の支給
など行っているが、策定企業数の伸び悩みがみられ
るため、策定を促す新たな施策を検討するなど、策
定率向上に取り組む必要がある。

企業誘致の推進

市内産業の生産力・競争力向上に繋がる、製造業の
工場等誘致を進める必要があり、新たな工業団地の
完成を見据えその受け皿となるものづくり産業集積
地整備を推進する必要がある。

5-2
緊急輸送道路沿いの建
築物の耐震対策

緊急輸送道路沿いのブロック塀等の撤去費補助制
度が令和2年度から立ち上げ、緊急輸送道路の通行
の安全な確保に努める必要がある。
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【別紙１】リスクシナリオごとの脆弱性評価結果

施策の名称 施策の実績（現状）と課題
事前に備えるべき目

標(8項目)
リスクシナリオ

(25項目)

道路ネットワークの確保

南海トラフ巨大地震が、この30 年以内に発生する確
率が約70%とされており、大規模地震後も生命に関わ
る物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最
低限、緊急車両が通行できる機能を確保する必要が
ある。

幹線道路ネットワークの
整備

道路の代替性や多重性の観点を踏まえつつ、東海
北陸自動車道、東海環状自動車道、国道１５６号の
アクセス性の強化と、岐阜美濃線４車線化の整備促
進を図り、広域的かつ高規格の幹線道路を軸とし
た、市内の幹線道路ネットワークの構築を図っていく
必要がある。

道路施設の維持・長寿
命化対策

施設ごとの長寿命化修繕計画等に基づき修繕工事
を進めている。引き続き予防保全的な対策を進め、
健全な道路ネットワークの維持に努める必要があ
る。

治山・林道施設の整備
治山・林道施設の経年劣化等が進行しているため、
機能保全計画の策定を進めるとともに、計画的に施
設の長寿命化を図る必要がある。

地域交通網の確保

民間事業者に業務委託しているデマンド型交通（乗
り合わせタクシー「のり愛くん」）は、災害に対する対
策が十分に進んでいないため、災害時対応マニュア
ルを作成し、市と委託業者との防災体制を充実させ
る必要がある。

主要鉄道駅の耐震化等
の促進

鉄道事業者の営業基盤がぜい弱なため、沿線自治
体による耐震化等に関する費用捻出が必要となる。
（特に美濃市駅は、国指定登録有形文化財に指定さ
れているなど課題が多い。）

鉄道の避難対策
鉄道事業者に一任しているため、沿線自治体と連携
した対策実施が必要となる。

5-3 協定締結の促進

食料等の確保体制を構築するため、民間企業等と更
なる協定締結を進めるとともに、平常時から協定締
結先をの情報交換や訓練参加により関係強化を図
る必要がある。

農地の保全
延焼防止や緊急時の退避場所としての機能も果たし
得るため、それらの機能が発揮されるように努める
必要がある。

農業水利施設の老朽化
対策

老朽化した農業用施設の更新を進めるとともに、施
設の維持管理を確実に実施する必要がある。

6-1 公的備蓄の充実

想定以上の避難者が発生する可能性も含め、長期
保存が可能な製品で食料、飲料水、乳幼児や男女
のニーズの違い等にも配慮した生活必需品を備蓄す
るとともに、定期的かつ効率的な更新を進める必要
がある。また発電機等の備蓄品の使用方法につい
て、より多くの地域住民に周知する必要がある。

ライフライン事業者との
協力連携の強化

協定締結先であるライフライン事業者と平常時から
情報交換を行うとともに、関係事業者と防災訓練を
行う等、引き続き連携の強化を図る必要がある。

水道施設の機能確保

上水道BCP（簡易版）に基づき実施する必要がある。
また、水道施設の更新・耐震化及び重要給水施設の
配水管の耐震化を水道事業ビジョンに基づき実施す
る必要がある。
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【別紙１】リスクシナリオごとの脆弱性評価結果

施策の名称 施策の実績（現状）と課題
事前に備えるべき目

標(8項目)
リスクシナリオ

(25項目)

下水道施設の機能確保
下水道BCP（簡易版）に基づき実施する必要がある。
また、下水道（農業集落排水）施設の更新を長寿命
化計画（最適化構想）に基づき実施する必要がある。

孤立・大雪対策

①牧谷地区、洲原地区は積雪が多く、大雪等の際、
早期に通行の確保を図る必要があるため、美濃市建
設協力会と除雪作業等に関する委託契約を締結し、
除雪体制の強化及び路面状況等の監視体制の強化
を図る必要がある。
②協定の締結先である美濃市上下水道組合と平時
から情報交換を行うとともに、引き続き連携強化を図
る必要がある。

6-2
道路等の復旧に係る協
定締結

美濃市建設協力会との公共施設の応急復旧活動へ
の協力について、協定を締結し、体制の構築に努め
ている。協定締結によるインセンティブを充実させる
など、締結先の拡大に引き続き務めるとともに、平時
から連絡を密にし、連携の強化に努める必要があ
る。

ライフライン事業者との
協力連携の強化

協定締結先であるライフライン事業者と平常時から
情報交換を行うとともに、関係事業者と防災訓練を
行う等、引き続き連携の強化を図る必要がある。

道路ネットワークの確保

南海トラフ巨大地震が、この30 年以内に発生する確
率が約70%とされており、大規模地震後も生命に関わ
る物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最
低限、緊急車両が通行できる機能を確保する必要が
ある。

幹線道路ネットワークの
整備

道路の代替性や多重性の観点を踏まえつつ、東海
北陸自動車道、東海環状自動車道、国道１５６号の
アクセス性の強化と、岐阜美濃線４車線化の整備促
進を図り、広域的かつ高規格の幹線道路を軸とし
た、市内の幹線道路ネットワークの構築を図っていく
必要がある。

地域交通網の確保

民間事業者に業務委託しているデマンド型交通（乗
り合わせタクシー「のり愛くん」）は、災害に対する対
策が十分に進んでいないため、災害時対応マニュア
ルを作成し、市と委託業者との防災体制を充実させ
る必要がある。

道路施設の維持・長寿
命化対策

橋梁長寿命化修繕計画等に基づき修繕工事を進め
ている。引き続き予防保全的な対策を進め、健全な
道路ネットワークの維持に努める必要がある。

主要鉄道駅の耐震化等
の促進

鉄道事業者の営業基盤がぜい弱なため、沿線自治
体による耐震化等に関する費用捻出が必要となる。
（特に美濃市駅は、国指定登録有形文化財に指定さ
れているなど課題が多い。）

鉄道の避難対策
鉄道事業者に一任しているため、沿線自治体と連携
した対策実施が必要となる。

道路ネットワークの整
備・橋梁耐震化・斜面対
策

道路橋梁の耐震補強、道路の斜面崩落防止対策、
盛土のり尻補強等、交通インフラそのものの強化を
進める必要がある。

道路ネットワークを守る
治水・土砂災害対策

堤防道路、アンダーパス等の浸水対策、交通インフ
ラそのものの強化を進める。また、洪水、土砂災害
等、交通施設の閉塞を防ぐ周辺の対策を進める必要
がある。

孤立・大雪対策
豪雪に伴う倒木等による道路の通行止めや停電等
ライフラインの途絶が長期間にわたることを防止する
ため、関係機関と連携し、対策を進める必要がある。

6-3

異常渇水等により用水の供給の途
絶

給水体制の構築 上水道BCP（簡易版）に基づき実施する必要がある。
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【別紙１】リスクシナリオごとの脆弱性評価結果

施策の名称 施策の実績（現状）と課題
事前に備えるべき目

標(8項目)
リスクシナリオ

(25項目)

7-1 消防力の強化

①岐阜県広域消防応援基本計画により、近隣の応
援体制を構築しているが、市境の火災など相互に支
援できる体制強化に努める必要がある。
②消防車両の老朽化による性能低下や故障などに
より、迅速な消防活動の妨げにならないよう、車両更
新計画に基づき、車両の更新を行う必要がある。
③効果的な消防活動を行うため中濃消防組合災害
対応計画を定めており、必要に応じて計画の見直し
を行う必要がある。
④消防隊の強化として、中濃消防組合消防広域受
援計画及び岐阜県広域消防応援基本計画により、
近隣の応援体制を構築しており、必要に応じて計画
の見直しを行う必要がある。
⑤計画的な防火水槽の点検及び修繕の実施、耐震
性貯水槽への更新、新規設置を行い、消防用水利
の確保に努める必要がある。

初期消火対策

①火災の初期消火や延焼防止のため、各企業、自
治会や自主防災組織等に対し定期的な消防訓練指
導を実施し、災害時の活動に備える必要がある。
②各自主防災組織が整備する防災資機材の購入、
各自主防災組織で行う防災訓練に係る経費に対し、
引き続き補助を実施する必要がある。

出火防止対策

①平素の消防同意事務を通じて消防用設備等、防
火及び避難施設の設置、維持について技術上の基
準に適合するよう指導しているが、随時法令改正の
対応を行う必要がある。
②防火対象物の立入検査を1～4年に１回の頻度で
実施し、消防法令違反について随時指導を行う必要
がある。なお、消防用設備未設置などの重大な違反
については、行政処分を含めた違反処理を実施する
必要がある。

土地区画整理事業の促
進

土地区画整理事業を促進することにより、狭あい道
路の解消を行い、火災の延焼防止等、都市の防災
機能を向上させる必要がある。

立地適正化計画の推進

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハ
ザードエリアにおける開発抑制、移転の促進と防災
との連携強化など、安全なまちづくりのための総合
的な対策を講じる必要がある。

公園の整備

公園施設の老朽化が進んでいることから、公園長寿
命化計画を策定しており、計画に基づく更新、維持管
理に努める必要がある。また、ユニバーサルデザイ
ンの考えに基づき、誰でも利用することができるバリ
アフリー化、整備を実施する必要がある。

狭あい道路解消

幅員の大きな道路は、火災の延焼防止に効果があ
ることから、未整備の都市計画道路等の整備を促進
する必要がある。
狭あい道路は、消火活動や救急活動、あるいは災害
時の避難の妨げになる可能性があることから、用地
の寄附を前提に狭あい道路の拡幅を進めているが、
市内には緊急車両が通行不能な狭あい道路が多く
存在することから、引き続き事業を推進する必要が
ある。

7-2 ため池の防災対策

農業用ため池の老朽化による決壊により、下流域に
浸水被害が生ずる恐れのあるものについて、堤体の
補強や、余水吐断面の拡大のハード対策を順次進
める必要がある。また、危険個所周知のため、ため
池ハザードマップを作成しているが、住民への一層
の周知に努める必要がある。

7
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【別紙１】リスクシナリオごとの脆弱性評価結果

施策の名称 施策の実績（現状）と課題
事前に備えるべき目

標(8項目)
リスクシナリオ

(25項目)

河川構造物等の維持管
理対策

河川・水路施設等がその効果を確実に発揮するよ
う、災害に対する安全性を維持するための修繕等を
実施し、また、治水対策の推進により増加した河川
構造物の経年劣化等が進行しているため、洪水時に
有効に機能するよう長寿命化計画を策定するなど、
予防保全手法への移行を図りつつ 、計画的に施設
の維持管理、長寿命化及び更新を図る必要がある。

7-3
危険物施設及び高圧ガ
ス製造施設等への立入
検査

消防法及び高圧ガス保安法による許可申請・届け
出に対し、適切に指導を行い、また、各施設へ定
期的に立入検査を行い、拡散、流出がないよう、
適切な検査、指導を行い、危険度・緊急性の高い
違反については、行政処分を含めた違反処理を実
施している。引き続き適切な検査、指導に努める
必要がある。

環境中の汚染物質の測
定体制の充実

汚染物質の環境中への大規模放出が発生した場合
に、迅速に覚知し、拡散防止対策が取れるよう関係
機関との連携強化に努める必要がある。

7-4
農道の維持、長寿命化
等対策

農業用施設の経年劣化等が進行しているため、機能
保全計画の策定を進めるとともに、計画的に施設の
長寿命化を図る必要がある。

災害に強い森林づくり

山地災害が危惧される箇所において治山施設の設
置を進めており、治山施設がその効果を発揮するよ
う、維持管理を適宜実施するとともに、必要に応じ災
害に対する安全性の向上を図る必要がある。

治山・林道施設の整備
治山・林道施設の経年劣化等が進行しているため、
機能保全計画の策定を進めるとともに、計画的に施
設の長寿命化を図る必要がある。

8-1

大量に発生する災害廃棄物の処理
の停滞により復旧・復興が大幅に
遅れる事態 災害廃棄物処理体制の

充実強化

水害廃棄物処理計画等を策定し、仮置場候補地を
選定する等、災害時でも速やかにごみを処理するた
めの体制を整えているが、計画の更新等により、引
き続き処理体制の充実を図る必要がある。

8-2
業務継続体制の強化
（職員参集等）

美濃市業務継続計画（BCP)において、非常時優先
業務や、職員の安否確認について定めるとともに、
継続的に参集訓練を実施し、職員の動員体制の確
保に努める必要がある。

ボランティア対策
地域防災計画及び協定に基づき災害発生時に活動
できるよう、市社会福祉協議会と日頃から情報共有
等を行う必要がある。

応急危険度判定士育成

応急危険度判定制度は、地震により被災した建築物
について、その後の余震等による倒壊の危険性や建
築物の部分等の落下・転倒の危険性を早期に判定
し、恒常的復旧までの間における被災建築物の使用
にあたっての危険性を情報提供することにより、被災
後の人命に係る二次的災害を防止することを目的と
し、都市整備課では5人資格を有しているが、施設を
管理している部署においても有資格者を育成する必
要がある。

被害認定調査の効率化
地域防災計画に基づき罹災証明書の発行を実施し
ているが、大規模災害に備えた体制（人員配置・被
害認定調査のマニュアル）を整備する必要がある。
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【別紙１】リスクシナリオごとの脆弱性評価結果

施策の名称 施策の実績（現状）と課題
事前に備えるべき目

標(8項目)
リスクシナリオ

(25項目)

TEC-FORCE との連携
強化

国土交通省のTEC-FORCE（緊急災害対策対策派遣
隊）やリエゾンについて、派遣や受入れに係る体制
の確立、連携の強化を図り、応急復旧を迅速に行う
体制の充実に努める必要がある。

8-3 逸走動物対策
災害発生時、逸走したペット等を収容するための被
災動物救護所の設置・運営について保健所と連携し
対策を講じる必要がある。

防災士育成
高度な防災知識と技能を有する防災士を育成し、地
域の防災力、避難所運営能力等の向上を図る必要
がある。

防犯ボランティア団体の
育成強化

地域の防犯団体等の活動は、災害時等の治安維持
にも寄与することから、防犯パトロール等の事業の
推進を図る必要がある。

自主防災組織育成

地域特性に応じた必要な資機材を配備できるよう、
引き続き補助金を交付する必要がある。
また、地域の防災力を高めるため、地区防災計画策
定に係る支援を推進する必要がある。

8-4

鉄道、道路等の基幹インフラの損
壊や広域的地盤沈下等により復
旧･復興が大幅に遅れる事態 地籍調査

土地の境界確認が円滑に行われることが迅速な復
旧、復興に繋がるため、地籍調査事業を引き続き促
進する必要がある。
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【別紙２】施策分野ごとの脆弱性評価結果

施策分野
（個別）

施策分野
（横断）

施策の名称 施策の実績（現状）と課題

行政機能 市有建築物の耐震化

建築物の耐震化はほぼ完了している。非構造部材の耐震化を順次実施中であり、早期に
完成させる必要がある。また、橋梁の耐震化は、長寿命化修繕工事に合わせて推進して
いる。
美濃病院所有の建築物の一部に旧耐震の建物がある。

行政機能 市有建築物の長寿命化 長寿命化計画に基づき工事を実施しているが、引き続き長寿命化を進める必要がある。

行政機能 避難施設の確保
災害に備え、指定避難所等を指定しているが、引き続き避難施設の確保に努めるととも
に、ハザードマップの配布等により、自宅周辺の危険性の有無や避難施設の位置につい
て周知強化に努める必要がある。

行政機能 緊急地震速報時の対応強化

不特定多数の人が出入りする市有施設において緊急地震速報を導入し、各施設におい
て対応訓練を行う必要がある。また、各施設における緊急地震速報対応マニュアルの策
定を促進する必要がある。
美濃病院については、緊急地震速報と院内放送を連携済である。

行政機能 消防力の強化

①岐阜県広域消防応援基本計画により、近隣の応援体制を構築しているが、市境の火
災など相互に支援できる体制強化に努める必要がある。
②消防車両の老朽化による性能低下や故障などにより、迅速な消防活動の妨げにならな
いよう、車両更新計画に基づき、車両の更新を行う必要がある。
③効果的な消防活動を行うため中濃消防組合災害対応計画を定めており、必要に応じて
計画の見直しを行う必要がある。
④消防隊の強化として、中濃消防組合消防広域受援計画及び岐阜県広域消防応援基本
計画により、近隣の応援体制を構築しており、必要に応じて計画の見直しを行う必要があ
る。
⑤常備消防の庁舎整備については、中濃消防組合施設整備計画を定めており、必要に
応じて計画の見直しを行う必要がある。
⑥計画的に防火水槽の点検及び修繕の実施、耐震性貯水槽への更新、新規設置を行
い、消防用水利の確保に努める必要がある。

行政機能 初期消火対策

①震災等における火災の初期消火や延焼防止のため、各自治会や自主防災組織等に
対し定期的な消防訓練指導を実施し、災害時の活動に備える必要がある。
②各自主防災組織が整備する防災資機材の購入、各自主防災組織で行う防災訓練に係
る経費に対し、引き続き補助を実施する必要がある。

行政機能 出火防止対策

①平素の消防同意事務を通じて消防用設備等、防火及び避難施設の設置、維持に
ついて技術上の基準に適合するよう指導しているが、随時法令改正の対応を行う
必要がある。
②防火対象物の立入検査を1～4年に１回の頻度で実施し、消防法令違反について
随時指導を行う必要がある。なお、消防用設備未設置などの重大な違反について
は、行政処分を含めた違反処理を実施する必要がある。
③住宅用火災警報器の設置及び維持管理の啓発、火災予防広報を実施し、防火意
識の向上を図る必要がある。

行政機能 越境避難体制の充実
本市を南北に長良川が流れており、浸水想定区域図では河川沿いの大半が浸水する。
市内で避難を完結させようとすると、増水した河川の対岸へ避難するケースも想定される
ことから、周辺市と平時より協議し、円滑な越境避難を可能にしておく必要がある。

行政機能 防災行政無線

防災行政無線屋外子局を84基整備している。災害時に確実に機能するよう雷対策や適
切な維持管理を進める必要がある。なお、現在配備している屋外子局（アナログ機器）の
部品が製造されなくなってきたため、機器更新（デジタル化）する必要がある。
また、難聴地域対策として、戸別受信機（防災ラジオ）の補助等により解消を図る必要が
ある。

行政機能 情報伝達ツールの多重化
災害時の緊急情報を迅速かつ確実に伝達するため、防災行政無線(防災ラジオ)、防災あ
んしんメールやホームページ、ケーブルテレビでの文字放送など、多様なツールでの情報
発信に努めているが、一層の充実や迅速化を検討する必要がある。

行政機能 公的備蓄の充実

想定以上の避難者が発生する可能性も含め、長期保存が可能な製品で食料、飲料水、
乳幼児や男女のニーズの違い等にも配慮した生活必需品を備蓄するとともに、定期的か
つ効率的な更新を進める必要がある。また発電機等の備蓄品の使用方法について、より
多くの地域住民に周知する必要がある。

行政機能 受援体制の整備
協定締結自治体及び警察、消防、自衛隊等の応援部隊と平常時から情報交換や訓練参
加により関係強化に努めるとともに、応援職員が円滑に応急業務を実施できるよう、マ
ニュアル類の充実又は活動拠点等の整備を図る必要がある。

行政機能
消防人材・消防団員の確保・
育成

『美濃市消防団活性化計画』に基づき、男女問わず広報等により団員確保に努めると共
に、定期的な資機材の取り扱い訓練を実施することで、技術力の向上に努める必要があ
る。
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【別紙２】施策分野ごとの脆弱性評価結果

施策分野
（個別）

施策分野
（横断）

施策の名称 施策の実績（現状）と課題

行政機能 帰宅困難者対策
南海トラフ巨大地震等の広範囲で大規模な災害が発生した場合、通勤、通学者等におい
て帰宅困難となる人は、相当数発生すると見込まれる。帰宅困難者の誘導、受入れ、備
蓄品の配布等についての対応マニュアルを作成する必要がある。

行政機能 救命救急体制の充実
多数の重症者が発生した場合に救急車を確保できず救急活動が遅れる可能性がある事
態に備え、消防団又は自治会、自主防災組織等各種団体等への救命講習を実施してい
く必要がある。

行政機能 災害用トイレ対策
災害時にトイレが不足する事態に備え、組立式簡易トイレの備蓄を行っている。必要に応
じ、備蓄数の見直しやマンホールトイレの整備等を検討する必要がある。

行政機能
業務継続体制の強化（職員参
集等）

美濃市業務継続計画（BCP)において、非常時優先業務や、職員の安否確認について定
めるとともに、継続的に参集訓練を実施し、職員の動員体制の確保に努める必要があ
る。

行政機能 避難所機能・環境整備の充実
避難所機能の強化を進め、備蓄品及び設備の適切な更新、維持管理に努める必要があ
る。

行政機能 特設公衆電話の配備
被災者が安否確認に使用する通信手段として、引き続き避難所に配備するとともに、防
災訓練等を通じて使用法の普及に努める必要がある。

行政機能 協定締結の促進
食料等の確保体制を構築するため、民間企業等と更なる協定締結を進めるとともに、平
常時から協定締結先をの情報交換や訓練参加により関係強化を図る必要がある。

行政機能
ライフライン事業者との協力連
携の強化

協定締結先であるライフライン事業者と平常時から情報交換を行うとともに、関係事業者
と防災訓練を行う等、引き続き連携の強化を図る必要がある。

行政機能 道路等の復旧に係る協定締結
美濃市建設協力会との公共施設の応急復旧活動への協力について、協定を締結し、体
制の構築に努めている。協定締結によるインセンティブを充実させるなど、締結先の拡大
に引き続き務めるとともに、平時から連絡を密にし、連携の強化に努める必要がある。

行政機能
危険物施設及び高圧ガス製造
施設等への立入検査

消防法及び高圧ガス保安法による許可申請・届け出に対し、適切に指導を行い、
また、各施設へ定期的に立入検査を行い、拡散、流出がないよう、適切な検査、
指導を行い、危険度・緊急性の高い違反については、行政処分を含めた違反処理
を実施している。引き続き適切な検査、指導に努める必要がある。

行政機能 ボランティア対策
地域防災計画及び協定に基づき災害発生時に活動できるよう、市社会福祉協議会と日
頃から情報共有等を行う必要がある。

行政機能 被害認定調査の効率化
地域防災計画に基づき罹災証明書の発行を実施しているが、大規模災害に備えた体制
（人員配置・被害認定調査のマニュアル）を整備する必要がある。

都市・住宅・土地利用 民間建築物の耐震化

平成30年度の住宅の耐震化率は64％、1号特定建築物の耐震化率は93％であり、公共
建築物と比較すると耐震化が進んでいない状況である。住宅の耐震化を促すチラシを配
布し、耐震化の重要性・必要性について普及啓発と無料耐震診断や耐震補強補助等耐
震化を支援する施策を推進することにより、旧基準建築物の建て替え・耐震改修の促進
を図る必要がある。

都市・住宅・土地利用 大規模盛土造成地対策
市内の大規模盛土造成地の調査を進め、必要に応じて適切な対応を行い、大地震等に
よる被害の軽減を図る必要がある。

都市・住宅・土地利用 空き家対策

平成30年度住宅・土地統計調査では、市内には1,280戸の空き家があり、空き家率は
15.2％であった。増加する空き家に対処するため「美濃市空家等の適正な管理及び利活
用の促進に関する条例」及び「美濃市空家等対策計画」に基づき、空き家の管理につい
ての指導を行うと共に空き家の利活用を推進している。
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【別紙２】施策分野ごとの脆弱性評価結果

施策分野
（個別）

施策分野
（横断）

施策の名称 施策の実績（現状）と課題

都市・住宅・土地利用 ブロック塀等の除却推進
ブロック塀の倒壊による被害を防止するため、美濃市ブロック塀等撤去費補助金交付要
綱により、危険なブロック塀等の除却を推進する必要がある。

都市・住宅・土地利用 土地区画整理事業の促進
土地区画整理事業を促進することにより、狭あい道路の解消を行い、火災の延焼防止
等、都市の防災機能を向上させる必要がある。

都市・住宅・土地利用 立地適正化計画の推進
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移
転の促進と防災との連携強化など、安全なまちづくりのための総合的な対策を講じる必
要がある。

都市・住宅・土地利用 公園の整備
公園施設の老朽化が進んでいることから、公園長寿命化計画を策定しており、計画に基
づく更新、維持管理に努める必要がある。また、ユニバーサルデザインの考えに基づき、
誰でも利用することができるバリアフリー化、整備を実施する必要がある。

都市・住宅・土地利用
緊急輸送道路沿いの建築物
の耐震対策

緊急輸送道路沿いのブロック塀等の撤去費補助制度を令和2年度から立ち上げ、緊急輸
送道路の安全な通行の確保に努める必要がある。

都市・住宅・土地利用 文化財保護対策の推進
耐震補強や免震補強等の災害予防対策、災害時における防災措置の指導等、対策を推
進する必要がある。

都市・住宅・土地利用
公共下水道（雨水渠）の機能
確保

下水道BCP（簡易版）に基づき機能確保に努める必要がある。

都市・住宅・土地利用 水道施設の機能確保
上水道BCP（簡易版）に基づき機能確保に努める必要がある。また、水道施設の更新・耐
震化及び重要給水施設の配水管の耐震化を水道事業ビジョンに基づき実施する必要が
ある。

都市・住宅・土地利用 下水道施設の機能確保
下水道BCP（簡易版）に基づき実施する必要がある。また、下水道（農業集落排水）施設
の更新を長寿命化計画（最適化構想）に基づき実施する必要がある。

都市・住宅・土地利用 給水体制の構築 上水道BCP（簡易版）に基づき実施する必要がある。

都市・住宅・土地利用 応急危険度判定士育成

応急危険度判定制度は、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒
壊の危険性や建築物の部分等の落下・転倒の危険性を早期に判定し、恒常的復旧まで
の間における被災建築物の使用にあたっての危険性を情報提供することにより、被災後
の人命に係る二次的災害を防止することを目的とし、都市整備課では5人資格を有してい
るが、施設を管理している部署においても有資格者を育成する必要がある。

都市・住宅・土地利用 地籍調査
土地の境界確認が円滑に行われることが迅速な復旧、復興に繋がるため、地籍調査事
業を引き続き促進する必要がある。

保健医療・福祉 福祉施設の耐震化
民間の社会福祉施設に対し、施設の指導や監査の場等を活用して耐震化を促す等、あら
ゆる機会を活用して耐震化率の向上を図る必要がある。

保健医療・福祉 福祉防災体制整備
災害時、高齢者や障がい者等の要配慮者の受入れを円滑にできるよう福祉避難所運営
マニュアルを策定し、平時から協定締結施設（福祉避難所として開設する施設）と連携を
進める必要がある。

保健医療・福祉 医療救護体制の充実

災害時医療救護計画・救護所運営マニュアルの更新や、美濃病院、三師会（武儀医師
会、美濃歯科医師会、関薬剤師会）との連携強化等により、災害時の医療救護体制の充
実を引き続き進める必要がある。
特に、被災後１週間を経過すると、継続的な治療が重要である慢性疾患への対応が必要
となるため、避難所等への巡回診療、医薬品の備蓄、避難所の衛生・生活環境の維持、
並びに診療等実施可能な医療機関、歯科診療所、調剤薬局等の情報共有に係る課題の
解決に向け、三師会等関係団体との連携を進める必要がある。
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【別紙２】施策分野ごとの脆弱性評価結果

施策分野
（個別）

施策分野
（横断）

施策の名称 施策の実績（現状）と課題

保健医療・福祉 医療・介護人材の育成
災害時に関係者と連携できるよう医療機関・医師会等参加のもと、武儀・郡上地域災害医
療コーディネートチームによる研修及び訓練を通じて、県・医療機関等との連携を進める
必要がある。

保健医療・福祉 感染症対策

①衛生環境の悪化による感染症等の発生・拡大防止のため、消毒液等を一定数量備蓄
しているが、備蓄量や、配布体制の強化を推進する必要がある。
②予防接種により罹患を抑制できる感染症については、予防接種率の向上が被災地で
のまん延の防止につながる。そのため、各種広報活動を積極的に行い、接種率の向上に
引き続き取り組む必要がある。

保健医療・福祉 逸走動物対策
災害発生時、逸走したペット等を収容するための被災動物救護所の設置・運営について
保健所と連携し対策を講じる必要がある。

産業 観光施設等の整備・促進
多くの観光客が訪れる観光施設の安全面の確保を図るため、引き続き整備・改修を実施
する必要がある。

産業 農地の保全
延焼防止や緊急時の退避場所としての機能も果たし得るため、それらの機能が発揮され
るように努める必要がある。

産業 災害に強い森林づくり

①土砂災害に対し、治山施設がその効果を発揮するよう、維持管理を適宜実施するとと
もに、必要に応じ災害に対する安全性の向上を図る必要がある。
②山地災害が危惧される箇所において治山施設の設置を進めており、治山施設がその
効果を発揮するよう、維持管理を適宜実施するとともに、必要に応じ災害に対する安全性
の向上を図る必要がある。

産業 企業の事業継続支援

サプライチェーンの維持において、企業の事業継続や早期復旧が最も重要であり、BCP
を策定しようとする中小企業に対し、セミナーの開催や補助金の支給など行っているが、
策定企業数の伸び悩みがみられるため、策定を促す新たな施策を検討するなど、策定率
向上に取り組む必要がある。

産業 企業誘致の推進
市内産業の生産力・競争力向上に繋がる、製造業の工場等誘致を進める必要があり、新
たな工業団地の完成を見据えその受け皿となるものづくり産業集積地整備を推進する必
要がある。

産業 治山・林道施設の整備
治山・林道施設の経年劣化等が進行しているため、機能保全計画の策定を進めるととも
に、計画的に施設の長寿命化を図る必要がある。

産業 ため池の防災対策

農業用ため池の老朽化による決壊により、下流域に浸水被害が生ずる恐れのあるものに
ついて、堤体の補強や、余水吐断面の拡大のハード対策を順次進める必要がある。ま
た、危険個所周知のため、ため池ハザードマップを作成しているが、住民への一層の周
知に努める必要がある。

国土保全・交通 道路ネットワークの確保
南海トラフ巨大地震が、この30 年以内に発生する確率が約70%とされており、大規模地震
後も生命に関わる物資の供給や救援活動に支障が生じないよう、最低限、緊急車両が通
行できる機能が確保される必要がある。

国土保全・交通 河川・水路施設等の整備
水害（洪水・内水）が頻発化・激甚化してきており、更に今後、地球温暖化に伴い災害リス
クが高まることが予想される。そのため、ハード対策・ソフト対策の両面を駆使した地域特
性を踏まえた防災・減災対策を推進していく必要がある。

国土保全・交通
急傾斜地及び道路法面の崩
壊対策

急傾斜地の崩壊による災害防止を、県と連携し計画的に事業実施をしていく必要がある
（市内196箇所に急傾斜地崩壊危険箇所が指定されている）。
また、道路法面の落石・崩壊による被害の発生を防ぐため、法面対策工事を被害実績な
どから必要性を十分検討し、計画的に進めていく必要がある。
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施策分野
（個別）

施策分野
（横断）

施策の名称 施策の実績（現状）と課題

国土保全・交通 流木対策

大量の流木が河川の流れを阻害するなどし、広範囲での氾濫や橋梁・家屋の破損などの
被害をもたらす場合がある。そのため、大量の流木の流出が想定される流域など下流へ
の被害の拡大が懸念される流域において、流木の捕捉効果を高めるための透過型砂防
堰堤等の砂防事業の促進をしていく必要がある。

国土保全・交通 物資輸送体制の構築
災害時に、支援物資の円滑な輸送を行うため、災害時救援物資輸送計画等の計画策定
や、輸送関係の企業等と協定を締結し物資輸送体制の構築に努める必要がある。

国土保全・交通 狭あい道路解消

幅員の大きな道路は、火災の延焼防止に効果があることから、未整備の都市計画道路等
の整備を促進する必要がある。
狭あい道路は、消火活動や救急活動、あるいは災害時の避難の妨げになる可能性があ
ることから、用地の寄附を前提に狭あい道路の拡幅を進めているが、市内には緊急車両
が通行不能な狭あい道路が多く存在することから、引き続き事業を推進する必要がある。

国土保全・交通 幹線道路ネットワークの整備

道路の代替性や多重性の観点を踏まえつつ、東海北陸自動車道、東海環状自動車道、
国道１５６号のアクセス性の強化と、岐阜美濃線４車線化の整備促進を図り、広域的かつ
高規格の幹線道路を軸とした、市内の幹線道路ネットワークの構築を図っていく必要があ
る。

国土保全・交通
主要鉄道駅の耐震化等の促
進

鉄道事業者の営業基盤がぜい弱なため、沿線自治体による耐震化等に関する費用捻出
が必要となる。（特に美濃市駅は、国指定登録有形文化財に指定されているなど課題が
多い。）

国土保全・交通 鉄道の避難対策 鉄道事業者に一任しているため、沿線自治体と連携した対策実施が必要となる。

国土保全・交通 地域交通網の確保
民間事業者に業務委託しているデマンド型交通（乗り合わせタクシー「のり愛くん」）は、災
害に対する対策が十分に進んでいないため、災害時対応マニュアルを作成し、市と委託
業者との防災体制を充実させる必要がある。

国土保全・交通 孤立・大雪対策

①牧谷地区、洲原地区は積雪が多く、大雪等の際、早期に通行の確保を図る必要がある
ため、美濃市建設協力会と除雪作業等に関する委託契約を締結し、除雪体制の強化及
び路面状況等の監視体制の強化を図る必要がある。
②豪雪に伴う倒木等による道路の通行止めや停電等ライフラインの途絶が長期間にわた
ることを防止するため、関係機関と連携し、対策を進める必要がある。
③協定の締結先である美濃市上下水道組合と平時から情報交換を行うとともに、引き続
き連携強化を図る必要がある。

国土保全・交通
道路ネットワークの整備・橋梁
耐震化・斜面対策

道路橋梁の耐震補強、道路の斜面崩落防止対策、盛土のり尻補強等、交通インフラその
ものの強化を進める必要がある。

国土保全・交通
道路ネットワークを守る治水・
土砂災害対策

堤防道路、アンダーパス等の浸水対策、交通インフラそのものの強化を進める。また、洪
水、土砂災害等、交通施設の閉塞を防ぐ周辺の対策を進める必要がある。

国土保全・交通
河川構造物等の維持管理対
策

河川・水路施設等がその効果を確実に発揮するよう、災害に対する安全性を維持するた
めの修繕等を実施し、また、治水対策の推進により増加した河川構造物の経年劣化等が
進行しているため、洪水時に有効に機能するよう長寿命化計画を策定するなど、予防保
全手法への移行を図りつつ 、計画的に施設の維持管理、長寿命化及び更新を図る必要
がある。

国土保全・交通 TEC-FORCE との連携強化
国土交通省のTEC-FORCE（緊急災害対策対策派遣隊）やリエゾンについて、派遣や受
入れに係る体制の確立、連携の強化を図り、応急復旧を迅速に行う体制の充実に努める
必要がある。

環境
合併処理浄化槽への転換促
進

単独浄化槽や汲み取り便槽を使用している家庭からの生活排水は、生活環境の悪化に
繋がるため下水道の整備が見込まれない地域に合併処理浄化槽への切り替えを促進し
ている。また、災害にも強く早期に復旧できる特性を持つ合併処理浄化槽への早期切り
替えを補助金や啓発活動を通じて促進する必要がある。

環境 火葬体制の確立
災害時の遺体の取り扱い、広域火葬及び仮埋葬を的確に遅滞なく行うため、体制の充実
を図る必要がある。
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【別紙２】施策分野ごとの脆弱性評価結果

施策分野
（個別）

施策分野
（横断）

施策の名称 施策の実績（現状）と課題

環境
災害廃棄物処理体制の充実
強化

水害廃棄物処理計画等を策定し、仮置場候補地を選定する等、災害時でも速やかにごみ
を処理するための体制を整えているが、計画の更新等により、引き続き処理体制の充実
を図る必要がある。

環境
環境中の汚染物質の測定体
制の充実

汚染物質の環境中への大規模放出が発生した場合に、迅速に覚知し、拡散防止対策が
取れるよう関係機関との連携強化に努める必要がある。

リスクコミュニケーション 家具固定の推進

過去の地震災害における死傷者のうち家具類の転倒、移動による者の割合が高いことか
ら、家具固定の必要性を防災教育等を活用し、あらゆる世代に普及啓発する。また、家具
固定する意思はあるものの、取り付けができない高齢者等向けに、家具固定器具の取り
付け支援を進める必要がある。

リスクコミュニケーション
要配慮者利用施設の避難確
保計画策定推進

該当施設は全て計画を策定済みだが、移転や新設の際には随時計画策定を支援する必
要がある。また、避難訓練の実施を促進する必要がある。

リスクコミュニケーション 適切な避難行動の周知啓発

①浸水が始まった段階での避難場所への移動、いわゆる「水平避難」は、水路への落下
等様々な危険を伴うため、ハザードマップ等を活用し、水害リスクと併せて、「垂直避難」
「屋内退避」等状況に応じた適切な避難行動を行う必要性について、一層周知啓発を進
める必要がある。
②土砂災害特別警戒区域では、一般住宅が土砂の力によって損壊する恐れがある等、
早期の立ち退き避難が求められる災害種別であるため、ハザードマップ等を活用し、土砂
災害警戒区域の箇所及び適切な避難行動について、一層の周知啓発を進める必要があ
る。

リスクコミュニケーション 避難行動要支援者支援
避難行動要支援者名簿を活用した避難行動確認や関係機関との情報共有を図る必要が
ある。

リスクコミュニケーション ハザードマップの活用
避難所等について、各種ハザードマップや説明会等により一層の周知を図る必要があ
る。その際、避難所の種類や災害種別によっては使用できない場合があることについても
併せて啓発する必要がある。

リスクコミュニケーション 防災教育の推進
小中学校において避難訓練・防災に対する学習をしている。今後は家庭や各地区におけ
る防災訓練等あらゆる機会を通じて防災教育を推進していく必要がある。

リスクコミュニケーション 外国人への情報伝達
避難施設であることを外国人に周知するための多言語表記やピクトグラムを促進する必
要がある。また、避難所において、外国人被災者への災害情報等の通訳や必要な支援
の確認等について、関係機関等と支援体制を構築する必要がある。

リスクコミュニケーション 個人備蓄の推進
大規模災害発生後には、物資供給の停滞により必要な食料や生活物資の入手が困難と
なる可能性があるため、家庭等においてローリングストック等による3日分以上の備蓄の
促進に向けた啓発に引き続き取り組む必要がある。

リスクコミュニケーション 防災士育成
高度な防災知識と技能を有する防災士を育成し、地域の防災力、避難所運営能力等の
向上を図る必要がある。

リスクコミュニケーション
防犯ボランティア団体の育成
強化

地域の防犯団体等の活動は、災害時等の治安維持にも寄与することから、防犯パトロー
ル等の事業の推進を図る必要がある。

リスクコミュニケーション 自主防災組織育成

地域特性に応じた必要な資機材を配備できるよう、引き続き補助金を交付する必要があ
る。
また、地域の防災力を高めるため、地区防災計画策定に係る支援を推進する必要があ
る。

老朽化対策 公共施設の総合的な管理計画

①「美濃市公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設等の総合的かつ計画的なマネ
ジメントを推進していく必要がある。
②水道事業ビジョン及び経営戦略に基づき、施設等の計画的なマネジメントを推進してい
く必要がある。
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【別紙２】施策分野ごとの脆弱性評価結果

施策分野
（個別）

施策分野
（横断）

施策の名称 施策の実績（現状）と課題

老朽化対策
農業施設の用排水機能確保
及び長寿命化等対策

農業集落排水処理施設について、最適化構想に基づき計画的に長寿命化対策を講ずる
必要がある。

老朽化対策
道路施設の維持・長寿命化対
策

施設ごとの長寿命化修繕計画等に基づき修繕工事を進めている。引き続き予防保全的な
対策を進め、健全な道路ネットワークの維持に努める必要がある。

老朽化対策 農業水利施設の老朽化対策
老朽化した農業用施設の更新を進めるとともに、施設の維持管理を確実に実施する必要
がある。

老朽化対策 農道の維持、長寿命化等対策
農業用施設の経年劣化等が進行しているため、機能保全計画の策定を進めるとともに、
計画的に施設の長寿命化を図る必要がある。
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【別紙３】リスクシナリオごとの推進方針

リスクシナリオを回避す
るための施策の名称

リスクシナリオを回避するための施策の
概要（推進方針）

指標の名称（ＫＰＩ）
指標の現

状値
指標の目

標値
重点化
施策

1-1 市有建築物の耐震化

市有建築物耐震化を計画に基づき行う
とともに、非構造部材の耐震化等を実施
し、早期に完成させる。
耐震化が必要な美濃病院の職員住宅に
ついては、耐震化は行わず廃止解体す
る。

①市有建築物の耐震化
率
②橋梁耐震化箇所数
③美濃病院耐震化率

①92.3%
②3箇所
③66.7％
（9棟中6
棟）
(R2)

①100%
②4箇所
③75%
(R6)

○

市有建築物の長寿命化

長寿命化計画に基づき工事を実施して
いるが、引き続き長寿命化を進める。
美濃病院の施設については、適切な点
検を実施し、予防的修繕を行い長寿命
化を図る。
（学校給食センター）
既存の学校給食センターが建設から40
年を超え、建物や厨房機器の老朽化が
著しいため、早期に新しく建て直す。

①美濃市立小中学校の
長寿命化率
②公営住宅の長寿命化
率

①14%
②42%
(R2)

①100%
②61％
（R6）

○

避難施設の確保

災害に備え、指定避難所等を指定して
いるが、引き続き避難施設の確保に努
めるとともに、ハザードマップの配布等
により、自宅周辺の危険性の有無や避
難施設の位置について周知強化に努め
る。

緊急地震速報時の対応
強化

不特定多数の人が出入りする市有施設
において緊急地震速報を導入し、各施
設において対応訓練を行う必要がある。
また、各施設における緊急地震速報対
応マニュアルの策定を促進する。

消防力の強化

①岐阜県広域消防応援基本計画によ
り、近隣の応援体制を構築しているが、
市境の火災など相互に支援できる体制
強化に努める。
②消防車両の老朽化による性能低下や
故障などにより、迅速な消防活動の妨
げにならないよう、車両更新計画に基づ
き、車両の更新を行う。
③効果的な消防活動を行うため中濃消
防組合災害対応計画を定めており、必
要に応じて計画の見直しを行う。
④消防隊の強化として、中濃消防組合
消防広域受援計画及び岐阜県広域消
防応援基本計画により、近隣の応援体
制を構築しており、必要に応じて計画の
見直しを行う。
⑤常備消防の庁舎整備については、中
濃消防組合施設整備計画を定めてお
り、必要に応じて計画の見直しを行う。
⑥計画的に防火水槽の修繕の実施、耐
震性貯水槽への更新、新規設置を行
い、消防用水利の確保に努める。

○

初期消火対策

①震災等における火災の初期消火や延
焼防止のため、各自治会や自主防災組
織等に対し定期的な消防訓練指導を実
施し、災害時の活動に備える。
②各自主防災組織が整備する防災資機
材の購入、各自主防災組織で行う防災
訓練に係る経費に対し、引き続き補助を
実施する。

○

出火防止対策

①平素の消防同意事務を通じて消防用
設備等、防火及び避難施設の設置、維
持について技術上の基準に適合するよ
う指導しているが、随時法令改正の対応
を行う。
②防火対象物の立入検査を1～4年に１
回の頻度で実施し、消防法令違反につ
いて随時指導を行う。なお、消防用設備
未設置などの重大な違反については、
行政処分を含めた違反処理を実施す
る。
③住宅用火災警報器の設置及び維持
管理の啓発、火災予防広報を実施し、
防火意識の向上を図る。

①、②中濃消防組合火

災予防査察規程に基づ

く立入検査

③住宅用火災警報器の

設置率

①、②
100%
(R1)
③

設置率
81.0%
(R1)

①、②

100％

[毎年]
③
設置率

100％
(R6)

○

民間建築物の耐震化

民間住宅の耐震化を促すチラシを配布
し、耐震化の重要性・必要性について普
及啓発の強化と無料耐震診断や耐震補
強補助等耐震化を支援する施策を更に
推進させる。

住宅及び多数の者が利
用する建築物の耐震化
率

64%
(R2)

95％
(R3)

○

大規模盛土造成地対策
市内の大規模盛土造成地の調査を進
め、必要に応じて適切な対応を行い、大
地震等による被害の軽減を図る。

事前に備えるべき目
標(8項目)

リスクシナリオ
(25項目)

1

大
規
模
自
然
災
害
が
発
生
し
た
と
き
で
も
人
命
の
保
護
が
最
大
限
図
ら
れ
る

巨大地震による住宅・建築物の倒
壊や大規模火災に伴う甚大な人的
被害の発生
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【別紙３】リスクシナリオごとの推進方針

リスクシナリオを回避す
るための施策の名称

リスクシナリオを回避するための施策の
概要（推進方針）

指標の名称（ＫＰＩ）
指標の現

状値
指標の目

標値
重点化
施策

事前に備えるべき目
標(8項目)

リスクシナリオ
(25項目)

空き家対策

空き家利活用を推進するため空き家バ
ンクの運営、移住者向け空き家の改修
費補助を実施すると共に、空き家の除
却を推進するため、国の空き家対策総
合支援事業を活用し、空き家の除却費
用を補助する。
また空家対策計画の見直しや特定空家
の認定等、より強力な行政指導の実施
のため空家等対策協議会を設置し個別
の事案に対処する。

○

ブロック塀等の除却推
進

ブロック塀の倒壊による被害を防止する
ため、美濃市ブロック塀等撤去費補助金
交付要綱により、危険なブロック塀等の
除却を推進する。

土地区画整理事業の促
進

土地区画整理事業を促進することによ
り、狭あい道路の解消を行い、火災の延
焼防止等、都市の防災機能を向上させ
る。

立地適正化計画の推進

頻発・激甚化する自然災害に対応する
ため、災害ハザードエリアにおける開発
抑制、移転の促進と防災との連携強化
など、安全なまちづくりのための総合的
な対策を講じる。

公園の整備
公園長寿命化計画を策定しており、計
画に基づく更新、維持管理に努める。

緊急輸送道路沿いの建
築物の耐震対策

緊急輸送道路の通行を妨げる恐れのあ
る支障物を無くすよう努める。

文化財保護対策の推進
耐震補強や免震補強等の災害予防対
策、災害時における防災措置の指導
等、対策を推進する。

観光施設等の整備・促
進

多くの観光客が訪れる観光施設の安全
面の確保を図るため、引き続き整備・改
修を実施する。

農地の保全
延焼防止や緊急時の退避場所としての
機能も果たし得るため、それらの機能が
発揮されるように努める。

農地集積面積
22ha
(R2)

38ha
(R6)

家具固定の推進

過去の地震災害における死傷者のうち
家具類の転倒、移動による者の割合が
高いことから、家具固定の必要性を防災
教育等を活用し、あらゆる世代に普及啓
発する。また、家具固定する意思はある
ものの、取り付けができない高齢者等向
けに、家具固定器具の取り付け支援を
進める。

公共施設の総合的な管
理計画

①「美濃市公共施設等総合管理計画」
に基づき、公共施設等の総合的かつ計
画的なマネジメントを推進していく。
②水道事業ビジョン及び経営戦略に基
づき、施設等の計画的なマネジメントを
推進していく。

○

道路ネットワークの確保

①防災拠点を結ぶ緊急輸送道路の橋梁
の耐震化や無電柱化等を推進していく。
また、緊急輸送道路等の確保と共に、そ
れに繋がる幹線道路等の整備について
も、必要性等を勘案し、橋梁の耐震化等
災害に備えた対策を進めていく。
②市内の幹線道路の啓開計画を立て
る。

①橋梁耐震化箇所数
①3箇所

(R2)
①4箇所

(R6)
○

1-2
要配慮者利用施設の避
難確保計画策定推進

移転や新設の際には随時計画策定を支
援する。また、避難訓練の実施を促進す
る。

○

農業施設の用排水機能
確保及び長寿命化等対
策

農業集落排水処理施設について、最適
化構想に基づき計画的に長寿命化対策
を講ずる。

○

河川・水路施設等の整
備

ハード対策・ソフト対策の両面を駆使し
た地域特性を踏まえた防災・減災対策を
推進していく。

1

大
規
模
自
然
災
害
が
発
生
し
た
と
き
で
も
人
命
の
保
護
が
最
大
限
図
ら
れ
る

巨大地震による住宅・建築物の倒
壊や大規模火災に伴う甚大な人的
被害の発生

集中豪雨による市街地や集落等の
大規模かつ長期にわたる浸水被害
の発生
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【別紙３】リスクシナリオごとの推進方針

リスクシナリオを回避す
るための施策の名称

リスクシナリオを回避するための施策の
概要（推進方針）

指標の名称（ＫＰＩ）
指標の現

状値
指標の目

標値
重点化
施策

事前に備えるべき目
標(8項目)

リスクシナリオ
(25項目)

適切な避難行動の周知
啓発

浸水が始まった段階での避難場所への
移動、いわゆる「水平避難」は、水路へ
の落下等様々な危険を伴うため、ハ
ザードマップ等を活用し、水害リスクと併
せて、「垂直避難」「屋内退避」等状況に
応じた適切な避難行動を行う必要性に
ついて、一層周知啓発を進める。

○

越境避難体制の充実

本市を南北に長良川が流れており、浸
水想定区域図では河川沿いの大半が浸
水する。市内で避難を完結させようとす
ると、増水した河川の対岸へ避難する
ケースも想定されることから、周辺市と
平時より協議し、円滑な越境避難を可能
にしておく。

公共下水道（雨水渠）の
機能確保

下水道BCP（簡易版）に基づき機能確保
に努める。

1-3 災害に強い森林づくり

土砂災害に対し、治山施設がその効果
を確実に発揮するよう、維持管理を適宜
実施するとともに、必要に応じ災害に対
する安全性の向上を図る。

予防治山対策箇所数
72箇所

(R2)
73箇所

(R6)
○

急傾斜地及び道路法面
の崩壊対策

集中豪雨等による土砂災害への予防対
策として、ハード・ソフト一体となった土
砂災害対策を推進していく。

○

要配慮者利用施設の避
難確保計画策定推進

高齢者、障がい者等の要配慮者が利用
する施設における避難確保計画の策
定、避難訓練の実施を促進する。

○

適切な避難行動の周知
啓発

ハザードマップ等を活用し、土砂災害警
戒区域の箇所及び適切な避難行動につ
いて、一層の周知啓発を進める。

○

流木対策 砂防事業（治山事業）を促進していく。

1-4 防災行政無線

防災行政無線屋外子局を84基整備して
いる。災害時に確実に機能するよう雷対
策や適切な維持管理を進める。なお、現
在配備している屋外子局（アナログ機
器）の部品が製造されなくなってきたた
め、機器更新（デジタル化）する。
また、難聴地域対策として、戸別受信機
（防災ラジオ）の補助等により解消を図
る。

○

情報伝達ツールの多重
化

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）等の双方向型コミュニケーション
ツールの活用を検討し、伝達ツールのさ
らなる多重化を推進する。

情報伝達ツールの数
8

(R2)
11

(R6)
○

避難行動要支援者支援
避難行動要支援者名簿を活用した避難
行動確認や関係機関との情報共有を図
る。

○

ハザードマップの活用

避難所等について、各種ハザードマップ
や説明会等により一層の周知を図る。そ
の際、避難所の種類や災害種別によっ
ては使用できない場合があることについ
ても併せて啓発する。

○

防災教育の推進
今後は学校だけにとどまらず、家庭や各
地区における防災訓練等あらゆる機会
を通じて防災教育を推進していく。

○

外国人への情報伝達

避難施設であることを外国人に周知す
るための多言語表記やピクトグラムを促
進する。また、避難所において、外国人
被災者への災害情報等の通訳や必要
な支援の確認等について、関係機関等
と支援体制を構築する。

避難施設（看板）の外国
語表示

0
(R2)

100%
(R6)

○

2-1 公的備蓄の充実

想定以上の避難者が発生する可能性も
含め、長期保存が可能な製品で食料、
飲料水、乳幼児や男女のニーズの違い
等にも配慮した生活必需品を備蓄する
とともに、定期的かつ効率的な更新を進
める。また発電機等の備蓄品の使用方
法について、より多くの地域住民に周知
する。

1

大
規
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自
然
災
害
が
発
生
し
た
と
き
で
も
人
命
の
保
護
が
最
大
限
図
ら
れ
る

集中豪雨による市街地や集落等の
大規模かつ長期にわたる浸水被害
の発生

大規模土砂災害による集落等の壊
滅や甚大な人的被害の発生

情報伝達の不備等による避難行動
の遅れ等で多数の死傷者の発生

2
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）

被災地での食料・飲料水等、生命
に関わる物資供給の長期停止
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【別紙３】リスクシナリオごとの推進方針

リスクシナリオを回避す
るための施策の名称

リスクシナリオを回避するための施策の
概要（推進方針）

指標の名称（ＫＰＩ）
指標の現

状値
指標の目

標値
重点化
施策

事前に備えるべき目
標(8項目)

リスクシナリオ
(25項目)

受援体制の整備

協定締結自治体及び警察、消防、自衛
隊等の応援部隊と平常時から情報交換
や訓練参加により関係強化に努めるとと
もに、応援職員が円滑に応急業務を実
施できるよう、マニュアル類の充実又は
活動拠点等の整備を図る。

○

水道施設の機能確保
上水道BCP（簡易版）に基づき機能確保
に努める。

物資輸送体制の構築

災害時に、支援物資の円滑な輸送を行
うため、災害時救援物資輸送計画等の
計画策定や、輸送関係の企業等と協定
を締結し物資輸送体制の構築に努め
る。

道路ネットワークの確保

①防災拠点を結ぶ緊急輸送道路の橋梁
の耐震化や無電柱化等を推進していく。
また、緊急輸送道路等の確保と共に、そ
れに繋がる幹線道路等の整備について
も、必要性等を勘案し、橋梁の耐震化等
災害に備えた対策を進めていく。
②市内の幹線道路の啓開計画を立て
る。

①橋梁耐震化箇所数
①3箇所

(R2)
①4箇所

(R6)
○

個人備蓄の推進

大規模災害発生後には、物資供給の停
滞により必要な食料や生活物資の入手
が困難となる可能性があるため、家庭
等においてローリングストック等による3
日分以上の備蓄の促進に向けた啓発に
引き続き取り組む。

○

2-2 消防力の強化

①岐阜県広域消防応援基本計画によ
り、近隣の応援体制を構築しているが、
市境の火災など相互に支援できる体制
強化に努める。
②消防車両の老朽化による性能低下や
故障などにより、迅速な消防活動の妨
げにならないよう、車両更新計画に基づ
き、車両の更新を行う。
③効果的な消防活動を行うため中濃消
防組合災害対応計画を定めており、必
要に応じて計画の見直しを行う。
④消防隊の強化として、中濃消防組合
消防広域受援計画及び岐阜県広域消
防応援基本計画により、近隣の応援体
制を構築しており、必要に応じて計画の
見直しを行う。
⑤常備消防の庁舎整備については、中
濃消防組合施設整備計画を定めてお
り、必要に応じて計画の見直しを行う。

受援体制の整備

協定締結自治体及び警察、消防、自衛
隊等の応援部隊と平常時から情報交換
や訓練参加により関係強化に努めるとと
もに、応援職員が円滑に応急業務を実
施できるよう、マニュアル類の充実又は
活動拠点等の整備を図る。

消防人材・消防団員の
確保・育成

『美濃市消防団活性化計画』に基づき、
男女問わず広報等により団員確保に努
めると共に、定期的な資機材の取り扱い
訓練を実施することで、技術力の向上に
努める。

道路ネットワークの確保

①防災拠点を結ぶ緊急輸送道路の橋梁
の耐震化や無電柱化等を推進していく。
また、緊急輸送道路等の確保と共に、そ
れに繋がる幹線道路等の整備について
も、必要性等を勘案し、橋梁の耐震化等
災害に備えた対策を進めていく。
②市内の幹線道路の啓開計画を立て
る。

①橋梁耐震化箇所数
①3箇所

(R2)
①4箇所

(R6)

狭あい道路解消
未整備の都市計画道路等の整備を促進
し、用地の寄附を前提に狭あい道路の
拡幅を進める。

市道整備率
59.7%
(R2)

60.7%
(R6)

幹線道路ネットワークの
整備

幹線道路とのアクセス性の強化を図って
いく。

橋梁耐震化箇所数
3箇所
(R2)

4箇所
(R6)

主要鉄道駅の耐震化等
の促進

沿線自治体の財政支援により、段階的
な改修を実施する。

2
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）

被災地での食料・飲料水等、生命
に関わる物資供給の長期停止

警察、消防等の被災等による救助･
救急活動の遅れ及び重大な不足
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【別紙３】リスクシナリオごとの推進方針

リスクシナリオを回避す
るための施策の名称

リスクシナリオを回避するための施策の
概要（推進方針）

指標の名称（ＫＰＩ）
指標の現

状値
指標の目

標値
重点化
施策

事前に備えるべき目
標(8項目)

リスクシナリオ
(25項目)

鉄道の避難対策
沿線自治体と連携した避難計画を策定
し、各自治体の計画に盛り込む。

2-3

想定を超える大量かつ長期の帰宅
困難者への水・食糧等の供給不足

帰宅困難者対策

南海トラフ巨大地震等の広範囲で大規
模な災害が発生した場合、通勤、通学
者等において帰宅困難となる人は、相
当数発生すると見込まれる。帰宅困難
者の誘導、受入れ、備蓄品の配布等に
ついての対応マニュアルを作成する。

2-4 救命救急体制の充実 防災訓練等、様々な機会を利用し救命
講習の継続的な指導を実施する。

救命講習の実施状況

(受講者数)
2,032人

(R1)
2,500人

(R6)

福祉施設の耐震化

民間の社会福祉施設に対し、施設の指
導や監査の場等を活用して耐震化を促
す等、あらゆる機会を活用して耐震化率
の向上を図る。

福祉防災体制整備

災害時、高齢者や障がい者等の要配慮
者の受入れを円滑にできるよう福祉避
難所運営マニュアルを策定し、平時から
協定締結施設（福祉避難所として開設
する施設）と連携を進める。

医療救護体制の充実

災害時医療救護計画・救護所運営マ
ニュアルの更新や、美濃病院、三師会
（武儀医師会、美濃歯科医師会、関薬剤
師会）との連携強化等により、災害時の
医療救護体制の充実を引き続き進め
る。

災害時医療救護計画・救
護所運営マニュアルの
更新

更新
(R2)

更新
(R6)

医療・介護人材の育成

災害時に関係者と連携できるよう医療
機関・医師会等参加のもと、武儀・郡上
地域災害医療コーディネートチームによ
る研修及び訓練を通じて、県・医療機関
等との連携を進める。

研修及び訓練の実施回
数

1
(R2)

1
(R6)

道路ネットワークの確保

①防災拠点を結ぶ緊急輸送道路の橋梁
の耐震化や無電柱化等を推進していく。
また、緊急輸送道路等の確保と共に、そ
れに繋がる幹線道路等の整備について
も、必要性等を勘案し、橋梁の耐震化等
災害に備えた対策を進めていく。
②市内の幹線道路の啓開計画を立て
る。

①橋梁耐震化箇所数
①3箇所

(R2)
①4箇所

(R6)

2-5 災害用トイレ対策

災害時にトイレが不足する事態に備え、
組立式簡易トイレの備蓄を行っている。
必要に応じ、備蓄数の見直しやマンホー
ルトイレの整備等を検討する。

下水道施設の機能確保
下水道BCP（簡易版）に基づき実施す
る。

感染症対策

①衛生環境の悪化による感染症等の発
生・拡大防止のため、消毒液等を一定
数量備蓄しているが、備蓄量や、配布体
制の強化を推進する。
②各種広報活動を積極的に行い、接種
率の向上に引き続き取り組む。

消毒液等の備蓄率
100%
（R2)

100%
（R6)

合併処理浄化槽への転
換促進

災害にも強く早期に復旧できる特性を持
つ合併処理浄化槽への早期切り替えを
補助金や啓発活動を通じて促進する。

火葬体制の確立
災害時の遺体の取り扱い、広域火葬及
び仮埋葬を的確に遅滞なく行うため、体
制の充実を図る。

災害廃棄物処理体制の
充実強化

水害廃棄物処理計画等を策定し、仮置
場候補地を選定する等、災害時でも速
やかにごみを処理するための体制を整
えているが、計画の更新等により、引き
続き処理体制の充実を図る。

2
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警察、消防等の被災等による救助･
救急活動の遅れ及び重大な不足

医療・福祉施設及び関係者の絶対
的不足・被災、支援ルート・エネル
ギー供給の途絶による医療機能の
麻痺

被災地における疫病・感染症等の
大規模発生
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【別紙３】リスクシナリオごとの推進方針

リスクシナリオを回避す
るための施策の名称

リスクシナリオを回避するための施策の
概要（推進方針）

指標の名称（ＫＰＩ）
指標の現

状値
指標の目

標値
重点化
施策

事前に備えるべき目
標(8項目)

リスクシナリオ
(25項目)

3-1 受援体制の整備

協定締結自治体及び警察、消防、自衛
隊等の応援部隊と平常時から情報交換
や訓練参加により関係強化に努めるとと
もに、応援職員が円滑に応急業務を実
施できるよう、マニュアル類の充実又は
活動拠点等の整備を図る。

○

業務継続体制の強化
（職員参集等）

美濃市業務継続計画（BCP)において、
非常時優先業務や、職員の安否確認に
ついて定めるとともに、継続的に参集訓
練を実施し、職員の動員体制の確保に
努める。

○

避難所機能・環境整備
の充実

避難所機能の強化を進め、備蓄品及び
設備の適切な更新、維持管理に努め
る。

○

観光施設等の整備・促
進

多くの観光客が訪れる観光施設の安全
面の確保を図るため、引き続き整備・改
修を実施する。

4-1
情報伝達ツールの多重
化

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）等の双方向型コミュニケーション
ツールの活用を検討し、伝達ツールのさ
らなる多重化を推進する。

情報伝達ツールの数
8

(R2)
11

(R6)

特設公衆電話の配備

被災者が安否確認に使用する通信手段
として、引き続き避難所に配備するとと
もに、防災訓練等を通じて使用法の普
及に努める。

5-1 企業の事業継続支援

サプライチェーンの維持において、企業
の事業継続や早期復旧が最も重要であ
り、BCPを策定しようとする中小企業に
対し、セミナーの開催や補助金の支給な
ど行っているが、策定企業数の伸び悩
みがみられるため、策定を促す新たな
施策を検討するなど、策定率向上に取り
組む。

○

企業誘致の推進

市内産業の生産力・競争力向上に繋が
る、製造業の工場等誘致を進める必要
があり、新たな工業団地の確保及び完
成を見据えその受け皿となるものづくり
産業集積地整備を推進する。

企業誘致件数 1件 4件

5-2
緊急輸送道路沿いの建
築物の耐震対策

緊急輸送道路沿いのブロック塀等の撤
去費補助制度が令和2年度から立ち上
げ、緊急輸送道路の通行の安全な確保
に努める。

道路ネットワークの確保

①防災拠点を結ぶ緊急輸送道路の橋梁
の耐震化や無電柱化等を推進していく。
また、緊急輸送道路等の確保と共に、そ
れに繋がる幹線道路等の整備について
も、必要性等を勘案し、橋梁の耐震化等
災害に備えた対策を進めていく。
②市内の幹線道路の啓開計画を立て
る。

①橋梁耐震化箇所数
①3箇所

(R2)
①4箇所

(R6)
○

幹線道路ネットワークの
整備

幹線道路とのアクセス性の強化を図って
いく。

橋梁耐震化箇所数
3箇所
(R2)

4箇所
(R6)

○

道路施設の維持・長寿
命化対策

引き続き予防保全的な対策を進め、健
全な道路ネットワークの維持に努める。

橋梁長寿命化修繕計画
に基づく修繕個所数

15箇所
(R2)

25箇所
(R6)

○

治山・林道施設の整備

治山・林道施設の経年劣化等が進行し
ているため、機能保全計画の策定を進
めるとともに、計画的に施設の長寿命化
や更新を図る。

地域交通網の確保

民間事業者に業務委託しているデマンド
型交通（乗り合わせタクシー「のり愛く
ん」）は、災害に対する対策が十分に進
んでいないため、災害時対応マニュアル
を作成し、市と委託業者との防災体制を
充実させる。

災害時対応マニュアル
の作成

未作成
(R2)

作成済
(R6)

主要鉄道駅の耐震化等
の促進

沿線自治体の財政支援により、段階的
な改修を実施する。

3

大
規
模
自
然
災
害
発
生
直
後
か
ら
必
要
不
可
欠
な
行
政
機

能
は
確
保
す
る

市職員・施設等の被災による機能
の大幅な低下

4

大
規
模
自
然
災
害
発
生
直
後
か

ら
必
要
不
可
欠
な
情
報
通
信
機

能
は
確
保
す
る

情報通信の長期停止による災害情
報が伝達できない事態

5

大
規
模
自
然
災
害
発
生
後
で
あ

っ
て
も

、
経
済
活
動

（
サ
プ
ラ
イ
チ

ェ
ー

ン
を
含
む

）
を
機
能
不
全
に
陥
ら
せ
な
い

サプライチェーンの寸断等による企
業の生産力低下による競争力の低
下

幹線が分断する等、基幹的交通
ネットワークの長期間にわたる機能
停止
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【別紙３】リスクシナリオごとの推進方針

リスクシナリオを回避す
るための施策の名称

リスクシナリオを回避するための施策の
概要（推進方針）

指標の名称（ＫＰＩ）
指標の現

状値
指標の目

標値
重点化
施策

事前に備えるべき目
標(8項目)

リスクシナリオ
(25項目)

鉄道の避難対策
沿線自治体と連携した避難計画を策定
し、各自治体の計画に盛り込む。

5-3 協定締結の促進

食料等の確保体制を構築するため、民
間企業等と更なる協定締結を進めるとと
もに、平常時から協定締結先をの情報
交換や訓練参加により関係強化を図
る。

協定締結数
54事業所

(R2)
60事業所

(R6)

農地の保全
延焼防止や緊急時の退避場所としての
機能も果たし得るため、それらの機能が
発揮されるように努める。

農地集積面積
7ha
(R2)

12ha
(R6)

農業水利施設の老朽化
対策

老朽化した農業用施設の更新を進める
とともに、施設の維持管理を確実に実施
する。

6-1 公的備蓄の充実

想定以上の避難者が発生する可能性も
含め、長期保存が可能な製品で食料、
飲料水、乳幼児や男女のニーズの違い
等にも配慮した生活必需品を備蓄する
とともに、定期的かつ効率的な更新を進
める。また発電機等の備蓄品の使用方
法について、より多くの地域住民に周知
する。

ライフライン事業者との
協力連携の強化

協定締結先であるライフライン事業者と
平常時から情報交換を行うとともに、関
係事業者と防災訓練を行う等、引き続き
連携の強化を図る。

○

水道施設の機能確保
BCP及び水道事業ビジョンに基づき実施
する。

○

下水道施設の機能確保
BCP及び長寿命化計画（最適化構想）に
基づき実施する。

○

孤立・大雪対策

①平時から美濃市建設協力会と連絡を
密にし、連携の強化に努める。
②平時から美濃市上下水道組合と連絡
を密にし、連携の強化を努める。

6-2
道路等の復旧に係る協
定締結

平時から連絡を密にし、連携の強化に
努める。

ライフライン事業者との
協力連携の強化

協定締結先であるライフライン事業者と
平常時から情報交換を行うとともに、関
係事業者と防災訓練を行う等、引き続き
連携の強化を図る。

道路ネットワークの確保

①防災拠点を結ぶ緊急輸送道路の橋梁
の耐震化や無電柱化等を推進していく。
また、緊急輸送道路等の確保と共に、そ
れに繋がる幹線道路等の整備について
も、必要性等を勘案し、橋梁の耐震化等
災害に備えた対策を進めていく。
②市内の幹線道路の啓開計画を立て
る。

①橋梁耐震化箇所数
①3箇所

(R2)
①4箇所

(R6)

幹線道路ネットワークの
整備

幹線道路とのアクセス性の強化を図って
いく。

橋梁耐震化箇所数
3箇所
(R2)

4箇所
(R6)

地域交通網の確保

民間事業者に業務委託しているデマンド
型交通（乗り合わせタクシー「のり愛く
ん」）は、災害に対する対策が十分に進
んでいないため、災害時対応マニュアル
を作成し、市と委託業者との防災体制を
充実させる。

災害時対応マニュアル
の作成

未作成
(R2)

作成済
(R6)

道路施設の維持・長寿
命化対策

引き続き予防保全的な対策を進め、健
全な道路ネットワークの維持に努める。

橋梁長寿命化修繕計画
に基づく修繕個所数

15箇所
(R2)

25箇所
(R6)

主要鉄道駅の耐震化等
の促進

沿線自治体の財政支援により、段階的
な改修を実施する。

6

大
規
模
自
然
災
害
発
生
後
で
あ

っ
て
も

、
生
活
・
経
済
活
動
に
必
要
最
低
限
の
電
気

、
ガ
ス

、
上
下
水
道

、
燃
料

、
交
通
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
等
を
確
保
す
る
と
と
も
に

、
こ
れ
ら
の
早
期
復
旧
を
図
る

ライフライン（電気、ガス、上下水道
等）の長期間にわたる機能停止

地域交通ネットワークが分断する
事態

5

大
規
模
自
然
災
害
発
生
後
で
あ

っ
て
も

、
経
済
活
動

（
サ
プ
ラ
イ
チ

ェ
ー

ン
を
含
む

）
を
機
能
不
全
に
陥
ら
せ
な
い

幹線が分断する等、基幹的交通
ネットワークの長期間にわたる機能
停止

食料や生活物資の安定供給の停
滞
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【別紙３】リスクシナリオごとの推進方針

リスクシナリオを回避す
るための施策の名称

リスクシナリオを回避するための施策の
概要（推進方針）

指標の名称（ＫＰＩ）
指標の現

状値
指標の目

標値
重点化
施策

事前に備えるべき目
標(8項目)

リスクシナリオ
(25項目)

鉄道の避難対策
沿線自治体と連携した避難計画を策定
し、各自治体の計画に盛り込む。

道路ネットワークの整
備・橋梁耐震化・斜面対
策

美濃市橋梁長寿命化計画（耐震補強）を
進捗させ、道路防災カルテ（要対策箇
所）の対策を行う。

橋梁の耐震化箇所数
3橋
(R2)

4橋
(R6)

道路ネットワークを守る
治水・土砂災害対策

洪水、土砂災害等、交通施設の閉塞を
防ぐ周辺の対策を進める。

孤立・大雪対策 関係機関と連携し、対策を進める。

6-3

異常渇水等により用水の供給の途
絶

給水体制の構築
上水道BCP（簡易版）に基づき実施す
る。

7-1 消防力の強化

①岐阜県広域消防応援基本計画によ
り、近隣の応援体制を構築しているが、
市境の火災など相互に支援できる体制
強化に努める。
②消防車両の老朽化による性能低下や
故障などにより、迅速な消防活動の妨
げにならないよう、車両更新計画に基づ
き、車両の更新を行う。
③効果的な消防活動を行うため中濃消
防組合災害対応計画を定めており、必
要に応じて計画の見直しを行う。
④消防隊の強化として、中濃消防組合
消防広域受援計画及び岐阜県広域消
防応援基本計画により、近隣の応援体
制を構築しており、必要に応じて計画の
見直しを行う。
⑤計画的な防火水槽の修繕の実施、耐
震性貯水槽への更新、新規設置を行
い、消防用水利の確保に努める。

初期消火対策

①火災の初期消火や延焼防止のため、
各企業、自治会や自主防災組織等に対
し定期的な消防訓練指導を実施し、災
害時の活動に備える。
②各自主防災組織が整備する防災資機
材の購入、各自主防災組織で行う防災
訓練に係る経費に対し、引き続き補助を
実施する。

出火防止対策

①平素の消防同意事務を通じて消防用
設備等、防火及び避難施設の設置、維
持について技術上の基準に適合するよ
う指導しているが、随時法令改正の対応
を行う。
②防火対象物の立入検査を1～4年に１
回の頻度で実施し、消防法令違反につ
いて随時指導を行う。なお、消防用設備
未設置などの重大な違反については、
行政処分を含めた違反処理を実施す
る。

中濃消防組合火災予防

査察規程に基づく立入

検査

694件

[計画数]
(R1)

100％

[毎年]

土地区画整理事業の促
進

土地区画整理事業を促進することによ
り、狭あい道路の解消を行い、火災の延
焼防止等、都市の防災機能を向上させ
る。

立地適正化計画の推進

頻発・激甚化する自然災害に対応する
ため、災害ハザードエリアにおける開発
抑制、移転の促進と防災との連携強化
など、安全なまちづくりのための総合的
な対策を講じる。

公園の整備
公園長寿命化計画を策定しており、計
画に基づく更新、維持管理に努める。

狭あい道路解消
未整備の都市計画道路等の整備を促進
し、用地の寄附を前提に狭あい道路の
拡幅を進める。

市道整備率
59.7%
(R2)

60.7%
(R6)

7-2 ため池の防災対策

農業用ため池の老朽化による決壊によ
り、下流域に浸水被害が生ずる恐れの
あるものについて、堤体の補強や、余水
吐断面の拡大のハード対策を順次進め
る。また、危険個所周知のため、ため池
ハザードマップを作成しているが、住民
への一層の周知に努める。

6

大
規
模
自
然
災
害
発
生
後
で
あ

っ
て
も

、
生
活
・
経
済
活
動
に
必
要
最
低
限
の
電
気

、
ガ
ス

、
上
下
水
道

、
燃
料

、
交
通
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
等
を
確
保
す
る
と
と
も
に

、
こ
れ
ら
の
早
期
復
旧
を
図
る

地域交通ネットワークが分断する
事態

7

制
御
不
能
な
二
次
災
害
を
発
生
さ
せ
な
い

市街地や工業団地及び住宅団地
での大規模火災の発生

ため池、河川構造物等の損壊・機
能不全による二次災害の発生
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【別紙３】リスクシナリオごとの推進方針

リスクシナリオを回避す
るための施策の名称

リスクシナリオを回避するための施策の
概要（推進方針）

指標の名称（ＫＰＩ）
指標の現

状値
指標の目

標値
重点化
施策

事前に備えるべき目
標(8項目)

リスクシナリオ
(25項目)

河川構造物等の維持管
理対策

計画的に施設の維持管理、長寿命化及
び更新を図る。

7-3
危険物施設及び高圧ガ
ス製造施設等への立入
検査

引き続き適切な検査、指導に努める。
中濃消防組合火災予防
査察規程に基づく立入検
査率

100%
[計画数]

100％

[毎年]

環境中の汚染物質の測
定体制の充実

汚染物質の環境中への大規模放出が
発生した場合に、迅速に覚知し、拡散防
止対策が取れるよう関係機関との連携
強化に努める。

7-4
農道の維持、長寿命化
等対策

農業用施設の経年劣化等が進行してい
るため、機能保全計画の策定を進める
とともに、計画的に施設の長寿命化や
更新を図る。

災害に強い森林づくり

山地災害が危惧される箇所において治
山施設の設置を進めており、治山施設
がその効果を発揮するよう、維持管理を
適宜実施するとともに、必要に応じ災害
に対する安全性の向上を図る。

予防治山対策箇所数
72箇所

(R2)
73箇所

(R6)
○

治山・林道施設の整備
機能保全計画の策定を進めるとともに、
計画的に施設の長寿命化や更新を図
る。

○

8-1

大量に発生する災害廃棄物の処理
の停滞により復旧・復興が大幅に
遅れる事態

災害廃棄物処理体制の
充実強化

水害廃棄物処理計画等を策定し、仮置
場候補地を選定する等、災害時でも速
やかにごみを処理するための体制を整
えているが、計画の更新等により、引き
続き処理体制の充実を図る。

8-2
業務継続体制の強化
（職員参集等）

美濃市業務継続計画（BCP)において、
非常時優先業務や、職員の安否確認に
ついて定めるとともに、継続的に参集訓
練を実施し、職員の動員体制の確保に
努める。

ボランティア対策

地域防災計画及び協定に基づき、市社
会福祉協議会等の関係機関と連携する
とともに、平常時から必要資機材の調
達・支援方法等について検討する。

応急危険度判定士育成
施設を管理している部署において、応急
危険度判定士を育成する。

被害認定調査の効率化

地域防災計画に基づき罹災証明書の発
行を実施しているが、大規模災害に備え
た体制（人員配置・被害認定調査のマ
ニュアル）を整備する。

TEC-FORCE との連携
強化

国土交通省のTEC-FORCE（緊急災害
対策対策派遣隊）の派遣や受入れに係
る体制の確立、連携の強化を図る。

8-3 逸走動物対策

災害発生時、逸走したペット等を収容す
るための被災動物救護所の設置・運営
について、保健所と連携し対策を講じ
る。

防災士育成
高度な防災知識と技能を有する防災士
を育成し、地域の防災力、避難所運営
能力等の向上を図る。

防災士の人数
21人
(R2)

42
(R6)

防犯ボランティア団体の
育成強化

地域の防犯団体等の活動は、災害時等
の治安維持にも寄与することから、防犯
パトロール等の事業の推進を図る。

自主防災組織育成

地域特性に応じた必要な資機材を配備
できるよう、引き続き補助金を交付する。
また、地域の防災力を高めるため、地区
防災計画策定に係る支援を推進する。

地区防災計画策定地区
数

0
(R2)

4
(R6)

○

8-4

鉄道、道路等の基幹インフラの損
壊や広域的地盤沈下等により復
旧･復興が大幅に遅れる事態 地籍調査

土地の境界確認が円滑に行われること
が迅速な復旧、復興に繋がるため、地
籍調査事業を引き続き促進するよう努
める。

8

大
規
模
自
然
災
害
発
生
後
で
あ

っ
て
も

、
地
域
社
会
・
経
済
が
迅
速
に
再
建
・
回
復
で
き
る
条
件
を
整
備
す
る

人材等の不足による復旧･復興の
大幅な遅れ

地域コミュニティの崩壊、治安の悪
化等により復旧・復興が大幅に遅
れる事態

7

制
御
不
能
な
二
次
災
害
を
発
生
さ
せ
な
い

ため池、河川構造物等の損壊・機
能不全による二次災害の発生

有害物質の大規模拡散・流出

農地・森林等の荒廃による被害の
拡大
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【別紙４】施策分野ごとの推進方針

施策分野
（個別）

施策分野
（横断）

施策の名称 施策分野ごとの推進方針 指標の名称（ＫＰＩ）
指標の現

状値
指標の目

標値
重点化
施策

行政機能 市有建築物の耐震化

市有建築物耐震化を計画に基づき行うとともに、非構造
部材の耐震化等を実施し、早期に完成させる。
耐震化が必要な美濃病院の職員住宅については、耐震
化は行わず廃止解体する。

①市有建築物の耐震化
率
②橋梁耐震化箇所数
③美濃病院耐震化率

①92.3%
②3箇所
③66.7％
（9棟中6
棟）
(R2)

①100%
②4箇所
③75%
(R6)

○

行政機能 市有建築物の長寿命化

長寿命化計画に基づき工事を実施しているが、引き続き
長寿命化を進める。
美濃病院の施設については、適切な点検を実施し、予
防的修繕を行い長寿命化を図る。
既存の学校給食センターが建設から40年を超え、建物
や厨房機器の老朽化が著しいため、早期に新しく建て直
す。

①美濃市立小中学校の
長寿命化率
②公営住宅の長寿命化
率

①14%
②42%
(R2)

①100%
②61％
（R6）

○

行政機能 避難施設の確保

災害に備え、指定避難所等を指定しているが、引き続き
避難施設の確保に努めるとともに、ハザードマップの配
布等により、自宅周辺の危険性の有無や避難施設の位
置について周知強化に努める。

行政機能
緊急地震速報時の対応
強化

不特定多数の人が出入りする市有施設において緊急地
震速報を導入し、各施設において対応訓練を行う必要
がある。また、各施設における緊急地震速報対応マニュ
アルの策定を促進する。

行政機能 消防力の強化

①岐阜県広域消防応援基本計画により、近隣の応援体
制を構築しているが、市境の火災など相互に支援できる
体制強化に努める。
②消防車両の老朽化による性能低下や故障などによ
り、迅速な消防活動の妨げにならないよう、車両更新計
画に基づき、車両の更新を行う。
③効果的な消防活動を行うため中濃消防組合災害対応
計画を定めており、必要に応じて計画の見直しを行う。
④消防隊の強化として、中濃消防組合消防広域受援計
画及び岐阜県広域消防応援基本計画により、近隣の応
援体制を構築しており、必要に応じて計画の見直しを行
う。
⑤常備消防の庁舎整備については、中濃消防組合施設
整備計画を定めており、必要に応じて計画の見直しを行
う。
⑥計画的に防火水槽の修繕の実施、耐震性貯水槽へ
の更新、新規設置を行い、消防用水利の確保に努め
る。

○

行政機能 初期消火対策

①震災等における火災の初期消火や延焼防止のため、
各自治会や自主防災組織等に対し定期的な消防訓練
指導を実施し、災害時の活動に備える。
②各自主防災組織が整備する防災資機材の購入、各自
主防災組織で行う防災訓練に係る経費に対し、引き続き
補助を実施する。

○

行政機能 出火防止対策

①平素の消防同意事務を通じて消防用設備等、防火及
び避難施設の設置、維持について技術上の基準に適合
するよう指導しているが、随時法令改正の対応を行う。
②防火対象物の立入検査を1～4年に１回の頻度で実施
し、消防法令違反について随時指導を行う。なお、消防
用設備未設置などの重大な違反については、行政処分
を含めた違反処理を実施する。
③住宅用火災警報器の設置及び維持管理の啓発、火
災予防広報を実施し、防火意識の向上を図る。

①、②中濃消防組合火
災予防査察規程に基づ
く立入検査
③住宅用火災警報器の
設置率

①、②
100%(694

件)
(R1)
③

設置率
81.0%
(R1)

①、②
100％
[毎年]

③
設置率
100％
(R6)

○

行政機能 越境避難体制の充実

本市を南北に長良川が流れており、浸水想定区域図で
は河川沿いの大半が浸水する。市内で避難を完結させ
ようとすると、増水した河川の対岸へ避難するケースも
想定されることから、周辺市と平時より協議し、円滑な越
境避難を可能にしておく。

行政機能 防災行政無線

防災行政無線屋外子局を84基整備している。災害時に
確実に機能するよう雷対策や適切な維持管理を進め
る。なお、現在配備している屋外子局（アナログ機器）の
部品が製造されなくなってきたため、機器更新（デジタル
化）する。
また、難聴地域対策として、戸別受信機（防災ラジオ）の
補助等により解消を図る。

○

行政機能
情報伝達ツールの多重
化

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等の双方
向型コミュニケーションツールの活用を検討し、伝達ツー
ルのさらなる多重化を推進する。

情報伝達ツールの数
8

(R2)
11

(R6)
○
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【別紙４】施策分野ごとの推進方針

施策分野
（個別）

施策分野
（横断）

施策の名称 施策分野ごとの推進方針 指標の名称（ＫＰＩ）
指標の現

状値
指標の目

標値
重点化
施策

行政機能 公的備蓄の充実

想定以上の避難者が発生する可能性も含め、長期保存
が可能な製品で食料、飲料水、乳幼児や男女のニーズ
の違い等にも配慮した生活必需品を備蓄するとともに、
定期的かつ効率的な更新を進める。また発電機等の備
蓄品の使用方法について、より多くの地域住民に周知す
る。

行政機能 受援体制の整備

協定締結自治体及び警察、消防、自衛隊等の応援部隊
と平常時から情報交換や訓練参加により関係強化に努
めるとともに、応援職員が円滑に応急業務を実施できる
よう、マニュアル類の充実又は活動拠点等の整備を図
る。

○

行政機能
消防人材・消防団員の
確保・育成

『美濃市消防団活性化計画』に基づき、男女問わず広報
等により団員確保に努めると共に、定期的な資機材の
取り扱い訓練を実施することで、技術力の向上に努め
る。

行政機能 帰宅困難者対策

南海トラフ巨大地震等の広範囲で大規模な災害が発生
した場合、通勤、通学者等において帰宅困難となる人
は、相当数発生すると見込まれる。帰宅困難者の誘導、
受入れ、備蓄品の配布等についての対応マニュアルを
作成する。

行政機能 救命救急体制の充実 防災訓練等、様々な機会を利用し救命講習の継続的な
指導を実施する。

救命講習の実施状況
(受講者数)

2,032人
(R1)

2,500人
(R6)

行政機能 災害用トイレ対策
災害時にトイレが不足する事態に備え、組立式簡易トイ
レの備蓄を行っている。必要に応じ、備蓄数の見直しや
マンホールトイレの整備等を検討する。

行政機能
業務継続体制の強化
（職員参集等）

美濃市業務継続計画（BCP)において、非常時優先業務
や、職員の安否確認について定めるとともに、継続的に
参集訓練を実施し、職員の動員体制の確保に努める。

○

行政機能
避難所機能・環境整備
の充実

避難所機能の強化を進め、備蓄品及び設備の適切な更
新、維持管理に努める。

○

行政機能 特設公衆電話の配備
被災者が安否確認に使用する通信手段として、引き続き
避難所に配備するとともに、防災訓練等を通じて使用法
の普及に努める。

行政機能 協定締結の促進
食料等の確保体制を構築するため、民間企業等と更な
る協定締結を進めるとともに、平常時から協定締結先を
の情報交換や訓練参加により関係強化を図る。

協定締結数
54事業所

(R2)
60事業所

(R6)

行政機能
ライフライン事業者との
協力連携の強化

協定締結先であるライフライン事業者と平常時から情報
交換を行うとともに、関係事業者と防災訓練を行う等、引
き続き連携の強化を図る。

○

行政機能
道路等の復旧に係る協
定締結

平時から連絡を密にし、連携の強化に努める。

行政機能
危険物施設及び高圧ガ
ス製造施設等への立入
検査

引き続き適切な検査、指導に努める。
中濃消防組合火災予防
査察規程に基づく立入検
査率

100%
[計画数]

100％
[毎年]

行政機能 ボランティア対策
地域防災計画及び協定に基づき、市社会福祉協議会等
の関係機関と連携するとともに、平常時から必要資機材
の調達・支援方法等について検討する。

行政機能 被害認定調査の効率化
地域防災計画に基づき罹災証明書の発行を実施してい
るが、大規模災害に備えた体制（人員配置・被害認定調
査のマニュアル）を整備する。

都市・住宅・土地利用 民間建築物の耐震化

民間住宅の耐震化を促すチラシを配布し、耐震化の重
要性・必要性について普及啓発の強化と無料耐震診断
や耐震補強補助等耐震化を支援する施策を更に推進さ
せる。

住宅及び多数の者が利
用する建築物の耐震化
率

64%
(R2)

95％
(R3)

○
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施策分野
（個別）

施策分野
（横断）

施策の名称 施策分野ごとの推進方針 指標の名称（ＫＰＩ）
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指標の目

標値
重点化
施策

都市・住宅・土地利用 大規模盛土造成地対策
市内の大規模盛土造成地の調査を進め、必要に応じて
適切な対応を行い、大地震等による被害の軽減を図る。

都市・住宅・土地利用 空き家対策

空き家利活用を推進するため空き家バンクの運営、移
住者向け空き家の改修費補助を実施すると共に、空き
家の除却を推進するため、国の空き家対策総合支援事
業を活用し、空き家の除却費用を補助する。
また空家対策計画の見直しや特定空家の認定等、より
強力な行政指導の実施のため空家等対策協議会を設
置し個別の事案に対処する。

○

都市・住宅・土地利用
ブロック塀等の除却推
進

ブロック塀の倒壊による被害を防止するため、美濃市ブ
ロック塀等撤去費補助金交付要綱により、危険なブロッ
ク塀等の除却を推進する。

都市・住宅・土地利用
土地区画整理事業の促
進

土地区画整理事業を促進することにより、狭あい道路の
解消を行い、火災の延焼防止等、都市の防災機能を向
上させる。

都市・住宅・土地利用 立地適正化計画の推進

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハ
ザードエリアにおける開発抑制、移転の促進と防災との
連携強化など、安全なまちづくりのための総合的な対策
を講じる。

都市・住宅・土地利用 公園の整備
公園長寿命化計画を策定しており、計画に基づく更新、
維持管理に努める。

都市・住宅・土地利用
緊急輸送道路沿いの建
築物の耐震対策

①緊急輸送道路の通行を妨げる恐れのある支障物を無
くすよう努める。
②緊急輸送道路沿いのブロック塀等の撤去費補助制度
が令和2年度から立ち上げ、緊急輸送道路の通行の安
全な確保に努める。

都市・住宅・土地利用 文化財保護対策の推進
耐震補強や免震補強等の災害予防対策、災害時におけ
る防災措置の指導等、対策を推進する。

都市・住宅・土地利用
公共下水道（雨水渠）の
機能確保

下水道BCP（簡易版）に基づき機能確保に努める。

都市・住宅・土地利用 水道施設の機能確保
上水道BCP（簡易版）及び水道事業ビジョンに基づき機
能確保に努める。

○

都市・住宅・土地利用 下水道施設の機能確保
下水道BCP（簡易版）及び長寿命化計画（最適化構想）
に基づき実施する。に基づき実施する。

○

都市・住宅・土地利用 給水体制の構築 上水道BCP（簡易版）に基づき実施する。

都市・住宅・土地利用 応急危険度判定士育成
施設を管理している部署において、応急危険度判定士
を育成する。

都市・住宅・土地利用 地籍調査
土地の境界確認が円滑に行われることが迅速な復旧、
復興に繋がるため、地籍調査事業を引き続き促進する
よう努める。

保健医療・福祉 福祉施設の耐震化
民間の社会福祉施設に対し、施設の指導や監査の場等
を活用して耐震化を促す等、あらゆる機会を活用して耐
震化率の向上を図る。

保健医療・福祉 福祉防災体制整備

災害時、高齢者や障がい者等の要配慮者の受入れを円
滑にできるよう福祉避難所運営マニュアルを策定し、平
時から協定締結施設（福祉避難所として開設する施設）
と連携を進める。
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保健医療・福祉 医療救護体制の充実

災害時医療救護計画・救護所運営マニュアルの更新
や、美濃病院、三師会（武儀医師会、美濃歯科医師会、
関薬剤師会）との連携強化等により、災害時の医療救護
体制の充実を引き続き進める。

災害時医療救護計画・
救護所運営マニュアル
の更新

更新
(R2)

更新
(R6)

保健医療・福祉 医療・介護人材の育成

災害時に関係者と連携できるよう医療機関・医師会等参
加のもと、武儀・郡上地域災害医療コーディネートチーム
による研修及び訓練を通じて、県・医療機関等との連携
を進める。

研修及び訓練の実施回
数

1
(R2)

1
(R6)

保健医療・福祉 感染症対策

①衛生環境の悪化による感染症等の発生・拡大防止の
ため、消毒液等を一定数量備蓄しているが、備蓄量や、
配布体制の強化を推進する。
②各種広報活動を積極的に行い、接種率の向上に引き
続き取り組む。

消毒液等の備蓄率
100%
（R2)

100%
（R6)

保健医療・福祉 逸走動物対策
災害発生時、逸走したペット等を収容するための被災動
物救護所の設置・運営について、保健所と連携し対策を
講じる。

産業
観光施設等の整備・促
進

多くの観光客が訪れる観光施設の安全面の確保を図る
ため、引き続き整備・改修を実施する。

産業 農地の保全
延焼防止や緊急時の退避場所としての機能も果たし得
るため、それらの機能が発揮されるように努める。

農地集積面積
7ha
(R2)

12ha
(R6)

産業 災害に強い森林づくり
土砂災害に対し、治山施設がその効果を確実に発揮す
るよう、維持管理を適宜実施するとともに、必要に応じ災
害に対する安全性の向上を図る。

予防治山対策箇所数
72箇所

(R2)
73箇所

(R6)
○

産業 企業の事業継続支援

サプライチェーンの維持において、企業の事業継続や早
期復旧が最も重要であり、BCPを策定しようとする中小
企業に対し、セミナーの開催や補助金の支給など行って
いるが、策定企業数の伸び悩みがみられるため、策定を
促す新たな施策を検討するなど、策定率向上に取り組
む。

○

産業 企業誘致の推進

市内産業の生産力・競争力向上に繋がる、製造業の工
場等誘致を進める必要があり、新たな工業団地の確保
及び完成を見据えその受け皿となるものづくり産業集積
地整備を推進する。

企業誘致件数 1件 4件

産業 治山・林道施設の整備
治山・林道施設の経年劣化等が進行しているため、機能
保全計画の策定を進めるとともに、計画的に施設の長
寿命化や更新を図る。

○

産業 ため池の防災対策

農業用ため池の老朽化による決壊により、下流域に浸
水被害が生ずる恐れのあるものについて、堤体の補強
や、余水吐断面の拡大のハード対策を順次進める。ま
た、危険個所周知のため、ため池ハザードマップを作成
しているが、住民への一層の周知に努める。

国土保全・交通 道路ネットワークの確保

①防災拠点を結ぶ緊急輸送道路の橋梁の耐震化や無
電柱化等を推進していく。また、緊急輸送道路等の確保
と共に、それに繋がる幹線道路等の整備についても、必
要性等を勘案し、橋梁の耐震化等災害に備えた対策を
進めていく。
②市内の幹線道路の啓開計画を立てる。

①橋梁耐震化箇所数
①3箇所

(R2)
①4箇所

(R6)
○

国土保全・交通
河川・水路施設等の整
備

ハード対策・ソフト対策の両面を駆使した地域特性を踏
まえた防災・減災対策を推進していく。

国土保全・交通
急傾斜地及び道路法面
の崩壊対策

集中豪雨等による土砂災害への予防対策として、ハー
ド・ソフト一体となった土砂災害対策を推進していく。

○

国土保全・交通 流木対策 砂防事業（治山事業）を促進していく。

国土保全・交通 物資輸送体制の構築
災害時に、支援物資の円滑な輸送を行うため、災害時
救援物資輸送計画等の計画策定や、輸送関係の企業
等と協定を締結し物資輸送体制の構築に努める。
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施策分野
（個別）

施策分野
（横断）

施策の名称 施策分野ごとの推進方針 指標の名称（ＫＰＩ）
指標の現

状値
指標の目

標値
重点化
施策

国土保全・交通 狭あい道路解消
未整備の都市計画道路等の整備を促進し、用地の寄附
を前提に狭あい道路の拡幅を進める。

市道整備率
59.7%
(R2)

60.7%
(R6)

国土保全・交通
幹線道路ネットワークの
整備

幹線道路とのアクセス性の強化を図っていく。 橋梁耐震化箇所数
3箇所
(R2)

4箇所
(R6)

○

国土保全・交通
主要鉄道駅の耐震化等
の促進

沿線自治体の財政支援により、段階的な改修を実施す
る。

国土保全・交通 鉄道の避難対策
沿線自治体と連携した避難計画を策定し、各自治体の
計画に盛り込む。

国土保全・交通 地域交通網の確保

民間事業者に業務委託しているデマンド型交通（乗り合
わせタクシー「のり愛くん」）は、災害に対する対策が十
分に進んでいないため、災害時対応マニュアルを作成
し、市と委託業者との防災体制を充実させる。

災害時対応マニュアル
の作成

未作成
(R2)

作成済
(R6)

国土保全・交通 孤立・大雪対策

①平時から美濃市建設協力会と連絡を密にし、連携の
強化に努める。
②平時から美濃市上下水道組合と連絡を密にし、連携
の強化を努める。

国土保全・交通

道路ネットワークの整
備・橋梁耐震化・斜面対
策

美濃市橋梁長寿命化計画（耐震補強）を進捗させ、道路
防災カルテ（要対策箇所）の対策を行う。

橋梁の耐震化箇所数
3橋
(R2)

4橋
(R6)

国土保全・交通
道路ネットワークを守る
治水・土砂災害対策

洪水、土砂災害等、交通施設の閉塞を防ぐ周辺の対策
を進める。

国土保全・交通
河川構造物等の維持管
理対策

計画的に施設の維持管理、長寿命化及び更新を図る。

国土保全・交通
TEC-FORCE との連携
強化

国土交通省のTEC-FORCE（緊急災害対策対策派遣隊）
の派遣や受入れに係る体制の確立、連携の強化を図
る。

環境
合併処理浄化槽への転
換促進

災害にも強く早期に復旧できる特性を持つ合併処理浄
化槽への早期切り替えを補助金や啓発活動を通じて促
進する。

環境 火葬体制の確立
災害時の遺体の取り扱い、広域火葬及び仮埋葬を的確
に遅滞なく行うため、体制の充実を図る。

環境
災害廃棄物処理体制の
充実強化

水害廃棄物処理計画等を策定し、仮置場候補地を選定
する等、災害時でも速やかにごみを処理するための体
制を整えているが、計画の更新等により、引き続き処理
体制の充実を図る。

環境
環境中の汚染物質の測
定体制の充実

汚染物質の環境中への大規模放出が発生した場合に、
迅速に覚知し、拡散防止対策が取れるよう関係機関と
の連携強化に努める。

リスクコミュニケーション 家具固定の推進

過去の地震災害における死傷者のうち家具類の転倒、
移動による者の割合が高いことから、家具固定の必要
性を防災教育等を活用し、あらゆる世代に普及啓発す
る。また、家具固定する意思はあるものの、取り付けが
できない高齢者等向けに、家具固定器具の取り付け支
援を進める。

リスクコミュニケーション
要配慮者利用施設の避
難確保計画策定推進

移転や新設の際には随時計画策定を支援する。また、
避難訓練の実施を促進する。

○

リスクコミュニケーション
適切な避難行動の周知
啓発

浸水が始まった段階での避難場所への移動、いわゆる
「水平避難」は、水路への落下等様々な危険を伴うた
め、ハザードマップ等を活用し、水害リスクと併せて、「垂
直避難」「屋内退避」等状況に応じた適切な避難行動を
行う必要性について、一層周知啓発を進める。

○
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リスクコミュニケーション 避難行動要支援者支援
避難行動要支援者名簿を活用した避難行動確認や関係
機関との情報共有を図る。

○

リスクコミュニケーション ハザードマップの活用

避難所等について、各種ハザードマップや説明会等によ
り一層の周知を図る。その際、避難所の種類や災害種
別によっては使用できない場合があることについても併
せて啓発する。

○

リスクコミュニケーション 防災教育の推進
今後は学校だけにとどまらず、家庭や各地区における防
災訓練等あらゆる機会を通じて防災教育を推進してい
く。

○

リスクコミュニケーション 外国人への情報伝達

避難施設であることを外国人に周知するための多言語
表記やピクトグラムを促進する。また、避難所において、
外国人被災者への災害情報等の通訳や必要な支援の
確認等について、関係機関等と支援体制を構築する。

避難施設（看板）の外国
語表示

0
(R2)

100%
(R6)

○

リスクコミュニケーション 個人備蓄の推進

大規模災害発生後には、物資供給の停滞により必要な
食料や生活物資の入手が困難となる可能性があるた
め、家庭等においてローリングストック等による3日分以
上の備蓄の促進に向けた啓発に引き続き取り組む。

○

リスクコミュニケーション 防災士育成
高度な防災知識と技能を有する防災士を育成し、地域
の防災力、避難所運営能力等の向上を図る。

防災士の人数
21人
(R2)

42
(R6)

リスクコミュニケーション
防犯ボランティア団体の
育成強化

地域の防犯団体等の活動は、災害時等の治安維持にも
寄与することから、防犯パトロール等の事業の推進を図
る。

リスクコミュニケーション 自主防災組織育成

地域特性に応じた必要な資機材を配備できるよう、引き
続き補助金を交付する。
また、地域の防災力を高めるため、地区防災計画策定
に係る支援を推進する。

地区防災計画策定地区
数

0
(R2)

4
(R6)

○

老朽化対策
公共施設の総合的な管
理計画

①「美濃市公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施
設等の総合的かつ計画的なマネジメントを推進してい
く。
②水道事業ビジョン及び経営戦略に基づき、施設等の
計画的なマネジメントを推進していく。

○

老朽化対策
農業施設の用排水機能
確保及び長寿命化等対
策

農業集落排水処理施設について、最適化構想に基づき
計画的に長寿命化対策を講ずる。

○

老朽化対策
道路施設の維持・長寿
命化対策

引き続き予防保全的な対策を進め、健全な道路ネット
ワークの維持に努める。

橋梁長寿命化修繕計画
に基づく修繕個所数

15箇所
(R2)

25箇所
(R6)

○

老朽化対策
農業水利施設の老朽化
対策

老朽化した農業用施設の更新を進めるとともに、施設の
維持管理を確実に実施する。

老朽化対策
農道の維持、長寿命化
等対策

農業用施設の経年劣化等が進行しているため、機能保
全計画の策定を進めるとともに、計画的に施設の長寿
命化や更新を図る。
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